


序     文 

 
 日本国政府は、ベトナム社会主義共和国の要請に基づき、「気候変動対策の森林分野にお

ける潜在的適地選定調査（要請時名称「AR-CDM 造林適地選定調査」）」を行うことを決定し、

独立行政法人国際協力機構がこの調査を実施することとなりました。 

 当機構は、本格調査の実施に先立ち、本件調査の円滑かつ効果的な実施を図るため、平

成 20 年（2008 年）12 月 7 日から 12 月 20 日の 14 日間にわたり、国際協力専門員 中田博

を団長とする詳細計画策定調査団を現地に派遣しました。 

調査団は、ベトナム国政府関係者との協議を行い、要請背景・内容等を確認し、平成 20

年 12 月 18 日、本格調査に関する実施細則（S/W）（案）に署名しました。その後、事前評

価表の JICA 本部内の承認等を経て、平成 21 年 6 月 11 日に JICA ベトナム事務所長との間

で正式に S/W に署名しました。 

 本報告書は、上記調査の内容・結果を取りまとめるとともに、引き続き実施を予定して

いる本格調査に資するためのものです。 

 最後に、調査にご協力とご支援をいただいた関係各位に対し、心より感謝申し上げます。 

 

 

平成 21 年 6 月 

 

 

 

独立行政法人 国際協力機構 

地球環境部部長 中川 聞夫 
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第1章 詳細計画策定調査の概要 

 

1－1 要請の背景・経緯 

ベトナム政府は、2002 年 9 月に京都議定書を批准した後、気候変動対策への取り組みに対する国

内体制を早急に固めると共に、積極的に政策・計画の立案を各省に呼びかけてきた。特に森林と気候

変動に関する分野においては、農業農村開発省林業局が担当窓口に指定され、温室効果ガス

(Greenhouse Gas: GHG)削減と、2005 年時点で国内に 600 万ヘクタール以上残されている裸地の解消

の両立という観点からも、積極的に同分野への取り組みを続けている。しかし、これら気候変動対策

の取り組みは国際的にも新しい、あるいは発展途上の制度であることに加え、国際的な議論が加速す

る中、迅速かつ柔軟な対応が求められるものであり、関係機関の知識、技術、実施能力が限られてい

るベトナムにおいては政策立案、事業の推進には限界があった。 

京都メカニズムの一つであるCDM植林(Afforestation/Reforestation CDM:AR-CDM)への取り組みに

おいては、ベトナム政府は上記観点から我が国に対し、事業ビジョンの策定、関係機関の能力向上を

目的とした協力を要請し、JICA は開発調査「AR-CDM 促進のための能力向上」(2006 年 10 月～2009

年 3 月）を実施、国内初となるパイロットプロジェクトの立案等を通じ同国関係機関の能力向上に貢

献した。一方、更なる事業推進に当っては、潜在的に AR-CDM の適地となりうる土地分布情報や、同

適地に係る資源情報等基礎情報をデータベースとして整備する必要があった。このため、先行開発調

査の成果を踏まえ、ベトナム政府から我が国に対し同情報整備に係る更なる協力の要請がなされた。 

一方、国際議論においては、2007 年の第 13 回気候変動枠組条約締約国会議（COP13)をきっかけに、

AR-CDM に加え、京都議定書では対象となっていない「途上国の森林減少に由来する排出の削減

（Reducing Emissions from Deforestation and Degradation in Developing countries: REDD)」が

2013 年以降の新たな枠組みとして確立される見通しが濃厚となっている。森林減少に由来する排出

は、世界の GHG 排出量の 2割を占めるともいわれており、その影響の大きさもさることながら、REDD

は GHG 排出削減にあたり も経済的な方法とされている事からも国際社会の注目は大きく、次期枠組

みにおける中心課題の一つとして世界的に急ピッチで制度設計がなされる他、各国、各機関において

試行的活動、制度検討が行われている。また、これら国連の枠組み以外においても、カーボンオフセ

ット市場の拡大等、様々な民間の取り組みが発展してきており、その規模も気候変動対策の取り組み

効果の観点から注目される存在になりつつある。 

ベトナム政府はこれら状況を踏まえ、当初要請内容であった AR-CDM 適地に係る情報整備に加え、

要請発出後のこれら国際動向への対応も踏まえ、REDD や他手法適地も含めた追加調査の実施を求め

てきた。これを受け、JICA は要請背景及び要請内容の確認を行うとともに、先方政府との協議を通

じて、本格調査の S/W（案）を含む M/M の合意・署名を目的に、詳細計画策定調査団を派遣した。 

 

1－2 詳細計画策定調査の目的 

本調査は、上記「１－１章 要請の背景・経緯」を踏まえ、ベトナム政府からの協力要請の背景お

よび要望の詳細内容を確認し、開発調査にかかる内容、範囲及び実施体制を確認するとともに、実施

に必要となる関連情報・資料を収集・分析し、協力方針・方法の検討を行う。また、その結果を S/W

（案）を含めた M/M にとりまとめ、農業農村開発省（Ministry of Agriculture and Rural Development：

MARD）林業局( Department of Forestry:DOF）と署名交換を行い、以上をとりまとめた詳細計画策定
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調査報告書を作成する事が目的である。 

 

1－3 調査団の構成 

 

氏名 担当業務 所属 

中田 博 

NAKATA Hiroshi (Mr.) 

団長／総括 独立行政法人国際協力機構 

国際協力専門員 

井上 幹博 

INOUE Mikihiro (Mr.) 

森林政策 ベトナム農業農村開発省派遣個別専門家 

森林政策アドバイザー 

西井 洋介 

NISHII Yosuke (Mr.) 

調査企画 独立行政法人国際協力機構 

地球環境部森林・自然環境グループ 

森林・自然環境保全第一課 

山本 渉 

YAMAMOTO Wataru（Mr.) 

気候変動対策事業計画 (株）レックスインターナショナル 

 

1－4 調査日程 

 

2008 年 12 月 7 日（日）～2008 年 12 月 20 日（日）までの 17 日間。（詳細は添付資料 1を参照） 

 

1－5 主要面談者 

 

（添付資料 2を参照） 
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第2章 事前調査の結果 

 

2－1 団長所感 

2007 年 12 月に開催された UNFCCC-COP13 で合意されたバリ・ロードマップでは「気候変動と森林」

がクローズアップされた。従来の温暖化効果ガス吸収源としての森林の役割に加え、同排出の二割程

度を占めると推定される「森林減少と劣化」に世界が注目し、その削減（REDD）が気候変動枠組条約

の第二約束期間（2013 – 17（交渉中のため未確定））に向けた交渉の大きな柱のひとつとなっている。

REDD への貢献が森林セクターへの見返り財源的な役割を果たす可能性も高い中、JICA より派遣され

ている森林政策アドバイザーの指導もあり、MARD は COP13 の場で設立が発表された REDD の側面支援

プログラムである世界銀行の「森林炭素パートナーシップ基金（FCPF）」に応募して高い評価を受け、

準備ファンドの対象国となり、また、国内の REDD フレームワークを構築する UN-REDD の対象国とも

なるなど、積極的な取り組みを展開している。  

 このような背景の下、要請時点（COP13 以前）では、現在実施中の開発調査の発展型として吸収源

CDM の適地選定を主目的にしていたが、対処方針会議での了解に基づき、REDD 等も含めた適地選定へ

の拡張で合意した。 

 REDD は も廉価な排出削減手段と考えられており、排出削減の義務を負う先進国（京都議定書付

属書Ⅰ国）の間で適地の青田買いが進行しており、インドシナ半島は唯一現時点で日本が主導権を握

っている地帯である。したがって、本案件は日本の国益にとっても重要な要素である。多くのドナー

が REDD に関心を示す中で、本事業は、10 月に開始された林野庁の REDD 方法論の調査と協調する形

で、他ドナーに先駆けて開始されるものであり、MARD の期待と評価も大きい。また、現在の REDD の

議論を尊重し、国境を越えた”Displacement”のモニタリングにも配慮し、一部周辺国の森林も調査

の対象としている。今回、いままでの経緯や COP14 での動静の報告及び世界銀行や国連機関との橋渡

しなどを通じ、日本の立場の更なる優位確保に努力した。今後も、森林政策アドバイザーを中心に、

JICA 事務所及び大使館にもご協力をお願いしたい。2009 年１月中旬には、世界銀行と国連機関の合

同ミッションが計画されている。今後の方向性のひとつとして、ベトナムを拠点としたラオスやカン

ボジアへのアプローチが考えられる。なお、現在準備中の JICA ベトナム自然環境保全プログラムで

は、「気候変動と森林」を五本柱のひとつと位置づけている。 

本開発調査の実施にあたっては、UNFCCC 等における REDD のルールに関する交渉の状況を迅速に反

映することが必要となり、ステアリングコミッティーなど実施詳細の微修正を意思決定する場の役割

が重要となる。 

 

2－2 協議概要 

 
2－2－1 調査戦略とベトナム政策との整合性 

ベトナムでは、気候変動対策にかかる国家戦略が 2008 年 12 月 2 日に首相の承認を得ており、森林

分野における REDD や AR-CDM を含めたアクションプランが計画されており、積極的な取り組みを行っ

ている。特に REDD は FCPF(世界銀行）、UN-REDD（国連）両方のパイロット国としての指定を受けて

いることもあり、 重要課題としており、本件開発調査の趣旨及び戦略はベトナム政府の政策と完全

に合致する。 
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なお、2008 年 10 月の ASEAN 環境大臣会合及び農林業大臣会合では、周辺国との間でも同分野で協

調する旨方針が合意されており、特にラオスとの間で、当該分野での協力にかかる合意文書が締結さ

れ、地域的な取り組みとしても認識されている。また、DOF としては 2009 年コペンハーゲンで開催

される COP15 において、なんらかの成果を対外的に提示したいとの意向を持っており、本件開発調査

の成果にも大きな期待がもたれている。 

 

2－2－2 調査の方向性 

調査の方向性（調査対象を AR-CDM に限らず、REDD、その他手法を含める。クイックマッピングを

中心目的に据え、短期間での成果発現を目指す。従って、資源量やコストベネフィット試算は単価を

使った簡易な手法とする、また、本調査のみをもって課題に全て対応するのではなく、他事業との調

整を行う中で成果を活用する。国境周辺の森林地帯についてもカバーする。等）について、関係機関

も含め全員の合意を得た。 

 

2－2－3 調査の実施体制 

本件開発調査のフォーカルポイントは農業農村開発省（Ministry of Agriculture and Rural 

Development: MARD)森林局（Department of Forestry: DOF）が担う事で合意を得た。Manager とし

て Mr. Binh (Director General, DOF)が内定している。森林調査計画研究所（Forest Inventory and 

Planning Institute: FIPI）、ベトナム林業大学（Vietnam Forestry University: VFU）、森林科学研

究所（Forestry Science Institute of Vietnam: FSIV）など関係機関の全ての本調査への協力意思

が確認され、協力機関としてカウンターパートとなる事を確認。本調査がマッピングを主な作業内容

にするところ、FIPI が中心的な協力機関と想定されている。FIPI は、ベトナム全土にかかる詳細森

林分布図の作成や衛星画像解析実績を有し、現地踏査も実施可能であり、情報、能力、人材、機材共

に、調査の中心的役割を担うキャパシティがあると想定される。実施体制を合意、FIPI 職員を実態

上のフルタイムのコーディネータとして指名する旨了解が得られた。 

FSIV は本調査における方法論の特定・検討、資源量試算に必要となる基礎データを有しており重

要なカウンターパートとなりうる。FSIV は、本件に高い関心を持っており、実施体制、カウンター

パートの提供、上記関連情報を含め連携、情報提供をする旨了解が得られている。 

VFU は、先行開発調査の実務経験、機動力として協力を想定。学生を含め関係者のキャパシティビ

ルディングの一環として本件調査に高い関心を有しており、実施体制、カウンターパートの提供につ

いて了解が得られている。 

調査団事務所は FIPI に置くことを想定、事務所スペースの提供につき了解が得られている（本部

もしくは森林情報コンサルタンツセンター（Center for Forestry Information & Consultancy: CFIC））。

FSIV も必要が生じた場合事務所提供に協力する意思がある旨確認済み。 

 
2－3 S/W（案）及びミニッツの内容： 

 協議の結果、S/W（案）を添付したミニッツに合意し、2008 年 12 月 18 日に森林局長との間で署名

を行った。合意事項は以下の通りである。 

（1） 本格調査名の変更： 

本格調査名は要請書では“The Study on Screening of Forestry Land Suitable for 

Afforestation and Reforestation According to Clean Development Mechanism(AR-CDM)”で
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あったが、協議の結果、調査対象として REDD、その他炭素蓄積促進事業の潜在的適地も含まれ

る事が決まった事から“the Study on Potential Forests and Land related to “Climate Change 

and Forests” in Vietnam”に修正することで合意。正式には、調査終了後、各国政府承認の

上これを確定することとした。 

（2） 本格調査対象地域： 

ベトナム全土と対象とする事で合意した。ただし、ラオス、カンボジアの国境付近の森林地

帯は国境を跨ぎ分布しており、国境外の周辺森林もカバーできる範囲で衛星画像解析の調査対

象地域に含める事とした。 

（3） 調査の目的： 

 ベトナム全土において、“土地利用、土地利用の変化及び林業”（Land Use, land Use Change 

and Forestry: LULUCF）活動の実施を通じて気候変動対策の緩和に貢献しうるポテンシャルを

有する土地に係る情報を集積し、その分布に係る地図を作成すると共に、情報共有を行う事を

目的とすることで合意した。 

（4） 調査内容： 

本調査では、「LULUCF 活動の実施を通じて気候変動対策の緩和に貢献しうるポテンシャルを

有する土地」を具体的には、”AR-CDM”、”REDD”、”国連枠組み以外の他炭素蓄積促進事業”

の 3種類の事業を実施するポテンシャルを有する土地と想定することとし、同３事業に係る調

査項目<潜在的 AR-CDM 活動対象地（京都ランド）の情報集積>、<潜在的 REDD 適地の情報集積>、

<他手法による炭素蓄積促進事業の潜在的適地に係る情報集積>に加え、本調査成果の発信活動

である<潜在的投資者への情報共有>及び調査全体に関連する活動項目から構成されることで合

意した。 

（5） 成果品： 

本格調査の結果として、以下の成果品を提出する事で合意した。 

・調査報告書（ファイナルレポート） 

・3種類の事業の実施するポテンシャルを有する土地の分布を示した主題図 

・関連情報に係る電子データベース 

・調査結果の情報発信のためのウェブサイト 

（6） 調査の実施体制： 

本格調査の実施に際しては、MARD/DOF を初め、FIPI、FSIV、VFU、天然資源環境省（Ministry 

of Natural Resources and Environment: MONRE）等多岐に渡る機関の協力が必要である旨確認

され、MARD がこれら協力機関の取りまとめ、調整役を担う事が確認された。 

Ａ）ステアリング・コミティの設置： 

    本格調査の内容を監理するため、ステアリング・コミティを立ち上げ、MARD/DOF が調整・ 

運営を行う事が確認された。ステアリング・コミティは、MARD、MONRE、計画投資省（Ministry  

of Planning and Investment: MPI)、JICA、JICA 調査団から構成され、必要に応じオブ 

ザーバーの参加を得る。 

Ｂ）第 1回ステアリング・コミティの役割： 

  技術的な調査内容（使用する衛星画像の種類、地図縮尺、ウェブコンテンツ、データベ 

ースの種類等）について、第 1回ステアリング・コミティにおいて JICA 調査団より提案 

することで合意。 
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   Ｃ）カウンターパート体制： 

MARD は関係機関からカウンターパートを任命し、できるだけ早い時期にカウンターパー

ト体制を構築する。DOF はベトナム側窓口機関となり、必要に応じ、関係機関の参加、情

報交換を担うことで合意。 

Ｄ）カウンターパート経費の負担： 

カウンターパートにかかる諸経費については、ベトナム側が負担することで合意。 

Ｅ）JICA 開発調査団の派遣： 

JICA は開発調査団を派遣する。  

（7） 調査に必要な機材： 

開発調査団の活動に必要な機材は JICA が提供する。調査期間中は右機材の所有権は JICA に

あるが、調査終了後、ベトナム側への供与の有無は双方協議の上決定する事で合意した。 

（8） 事務所スペース： 

本格調査団に係る事務所スペース（電話、家具つき）については、ベトナム側が確保、提供

する。場所は JICA ベトナム事務所と協議の上 DOF が決定することとするが、FIPI に置く事が

望ましい旨合意された。 

（9） 調査結果の一般公開： 

開発調査の成果については、広く活用されることを想定し、一般公開することで合意された。 

（10） 現地再委託： 

開発調査団は一部作業につき、必要に応じ現地コンサルタントや類似団体に現地再委託を行

える。TOR は双方協議の上、本格調査団が作成することとし、契約は DOF と協議の上、JICA の

調達基準に従うことで合意された。 

（11） 調査期間： 

調査期間は 18 ヶ月とすることで合意された。なお、ベトナム側が 2009 年 COP15 において調

査成果のうち活用できるものを発表したいとの意向があるため、調査開始時期につき配慮する。 

（12） 経費負担： 

詳細計画策定調査団の結果に基づき JICA は本調査の調査経費を概算する。右経費は文書によ

る要請に基づき開示することができる。MARD はベトナム側負担を検討のうえ、第 1回ステアリ

ングコミティにて提示する事が合意された。 
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第3章 世界における森林分野における気候変動対策の動向 

 

3－1 国連枠組みによる森林分野における気候変動対策の動向 

 

3－1－1 AR-CDM 

AR-CDM は、マラケシュにおいて開催された COP7 において合意された、“土地利用、土地利用の変

化及び林業”（Land Use, land Use Change and Forestry: LULUCF）分野の CDM であり、新規植林

(Afforestation)と再植林(Reforestation)に限定されている。マラケシュ合意によると、新規植林の

定義は、「50 年以上の間森林でなかった土地に植樹，播種、自然種子資源の人為的導入などを行い、

直接人為的に森林地に転換する行為」とされ、再植林の定義は、「かつて森林であった非森林地（1989

年末時点での森林を含まない）に、植樹，播種、自然種子資源の人為的導入などを行い、直接人為的

に森林地に転換する行為」としている。 

新規植林・再植林 CDM ロードマップ1によると、再植林については、1989 年 12 月 31 日時点で森林

でなく、現在森林でない場所が AR-CDM 適格地として認められている。 

他 CDM と同様、AR-CDM についても COP9 にて小規模プロジェクトを認めることが決定され、COP10

で小規模 CDM に関する簡易実施手順が採択されている。 

2008 年末現在、AR-CDM で承認されたプロジェクトは、現在中国の１件のみ（モルドバの１件が

Requested Registration Status）である2。 

 

3－1－2 REDD 

2007 年バリで開催された COP13 において CO2 排出源の 2 割を占める途上国の森林減少に由来する

排出の削減（Reducing Emissions from Deforestation and Degradation in Developing countries: 

REDD)推進の必要性が大きなテーマとなった。国連の枠組みで FAO、UNDP 及び UNEP が UN-REDD Program

を、また、世界銀行は、森林カーボンパートナーシップ基金（FCPF）をそれぞれ立ち上げ、REDD に

対する取り組みを開始している。2009 年 12 月にコペンハーゲンで開かれる COP15 において何らかの

合意が取り交わされることが期待されており、UN、世界銀行とも現在、急ピッチで準備が進められて

いる。 

 

（1） UN-REDD Program 

2008 年 9 月 FAO、UNDP、UNEP 共同による UN-REDD Program が発足した。ノルウェーがイニシ

ャルフェーズ支援として 3,500 万ドル拠出している。  

2008 年 6 月に作成された UN-REDD Program 共同フレームワーク
3
によると、UN-REDD Program

には大きく分けて、１）REDD に関わる国家戦略・メカニズムの策定支援、２）UNFCCC と連携し

森林破壊減少の標準化された解決手段の開発に対する支援の２つのコンポーネントがある。プロ

                                            
1 新規植林・再植林 CDM ロードマップ http://www.rinya.maff.go.jp/seisaku/cdm/roadmap.pdf 
2 2009 年 6 月 24 日現在、5 カ国 6 件の AR-CDM プロジェクトが登録済である（中国、モルドバ、インド、ベトナム、ボリビア）。

JICA の先行開発調査にて支援したベトナムの小規模 AR-CDM は世界 4 件目のプロジェクトとして 2009 年 4 月 28 日に登録さ

れている。 
3 UN Collaborative framework on Reducing emission from deforestation and forest degradation in developing countries. 
http://research.yale.edu/gisf/tfd/pdf/stakeholders/UN%20REDD%20Framework%20Document.pdf 
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ジェクトの社会性、住民参加型支援を重視し、カーボン以外のエコシステムサービス（災害防止、

水資源保護、生物多様性など）を考慮した指標を設定することになっている。また、森林破壊の

減少のためには、森林センターだけでなく、農業セクター（農地の林地への拡大の減少など）や

エネルギーセクター（薪炭材の需要に対する対策など）などマルチセクターに亘って取り組むこ

とになっている。 

パイロット国はベトナムを含む９カ国（コンゴ、タンザニア、ザンビア、インドネシア、パ

プアニューギニア、ボリビア、パナマ、パラグアイ）である。 

 

（2） 森林カーボンパートナーシップ基金（FCPF） 

世界銀行は、2002 年の森林戦略により森林セクターの新たな資金源の必要性を認識し、1999

年以降の Prototype Carbon Fund 及び 2004 年以降の Biocarbon Fund による経験、及び 2007 年 6

月の G８による世界銀行に対する森林カーボンパートナーシップ設立の提案を受け、2008 年 10

月に森林カーボンパートナーシップ基金（FCPF）を設立し REDD の取り組みを支援している。日

本政府は FCPF に 1,000 万ドル拠出している。 

FCPF は準備基金（Readiness Fund)と炭素基金(Carbon Fund)からなる。準備基金による準備

フェーズでは、将来のインセンティブシステムに向けて各国の能力開発を行うことになっており、

そのコンポーネントとしては、過去の GHG 排出量の評価、将来の GHG 排出の予測、GHG 排出削減

戦略、モニタリング戦略を策定する。各国は Readiness Plan Idea Note(R-PIN)を提出し、単純

な森林面積、森林炭素蓄積の多少に加え、R-PIN に記載された計画の実現性を考慮し対象国が選

定される。炭素基金によるパイロットカーボン購入フェーズは、数カ国（5 カ国程度）を対象と

することとなっており、対象国は提出された排出削減プログラムに基づき、購買者委員会が決定

する。対象国は(a)REDD に関するオーナーシップと適切なモニタリング能力を実証し、(b)排出削

減に関する信頼できるシナリオとオプションを確立し、シナリオ以下に削減した排出に対し、炭

素基金を通じて資金が供与されることとなる。 

FCPF の基本方針としては、UNFCCC のプロセスに基づき、国全体のアカウントフレームワーク

により、Subnational なプロジェクト実施の可能性を残して実施する。また、IPCC のガイドライ

ンに基づき、リファレンスシナリオの設定、様々なインセンティブの支払方法、森林の減少と劣

化、地域的なバランスなどを試験的に試みることになっている。カーボン価格が機会費用より高

い場所、及びコストの低い排出削減方法を優先的に実施することになっており、森林火災対策、

土地所有権の明確化、自然保護区管理、森林の農牧地への転換の防止、パームオイルなどへの転

換の防止の順で優先度が高いことが認識されている。 

FCPF の準備フェーズの対象国は、アルゼンチン、ボリビア、カメルーン、カンボジア、中央

アフリカ、チリ、コロンビア、コスタリカ、コンゴ民主主義人民共和国、コンゴ共和国、エルサ

ルバドル、赤道ギニア、エチオピア、ガボン、ガーナ、グアテマラ、ガイアナ、ホンジュラス、

インドネシア、ケニア、ラオス、リベリア、マダガスカル、メキシコ、モザンビーク、ネパール、

ニカラグア、パナマ、パプアニューギニア、パラグアイ、ペルー、スリナム、タンザニア、タイ、

ウガンダ、バヌアツ、及びベトナムの 37 カ国である（2009 年 6 月時点）。 

 

（3） COP14 における REDD に関する動向 

COP14 参加者からのヒアリングによると、COP14 における REDD に関する検討課題としては、
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以下のものが挙げられている。 

Ａ）REDD は、IPCC の Good Practice Guidance
4
に基づき実施することになる可能性が高く、指 

標のインデックス方式による取り扱いは地上調査なしでは認められない可能性が高い。 

Ｂ）森林の状態を比較するのに Forest Resource Assessment (FRA)を実施した年を基準にする 

ことは考えられるが、各国の精度には大きな違いがあり、ベース年をいつにするか、現状で 

は未定である。 

Ｃ）ブラジルが人工林を REDD に入れることに反対しており、天然林のみの取り扱いになる可能 

性がある。 

Ｄ）REDD は森林被覆が減少している国のみに適用されるものではなく、森林被覆が増加してい 

る国も森林の減少部分が減少すれば REDD に認められる可能性は高い。 

Ｅ）REDD のカウントの方法は、各国一律に減少のスピードの減少度に比例してクレジットをカ 

ウントするのではなく、国ごとに森林減少を抑える努力目標を設定しその努力目標の達成度 

に応じてクレジットがカウントされるようなシステムになる可能性がある。 

なお、日本政府は COP14 において、イギリス、ドイツ、フランス、ノルウェー、パプアニュ

ーギニアなどとともに、REDD の重要性に関する共同声明を発表している。2009 年 6 月に開催さ

れる SBSTA（Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice）30 までに森林面積、

炭素変化量に対する評価基準の考え方の専門家会合が開催されることになっている。 

 

3－2 国連枠組以外の森林分野における気候変動対策の動向 

国連枠組み以外の森林分野の気候変動対策に対する主なカーボンファイナンスの規格としては、

Voluntary Carbon Standard、Carbon Fix Standards Climate Community Biodiversity Standards

及び Plan Vivo Standards 等がある。 

 

3－2－1 Voluntary Carbon Standard 

Voluntary Carbon Standard （VCS）は、2005 年末、自発的なカーボンの売買を推進するために The 

Climate Group, the International Emissions Trading Association 及び the World Economic Forum 

によりイギリスで設立された。2007 年には The World Business Council for Sustainable Development 

がメンバーに加わっている。 

VCS には農業、林業及びその他の土地利用の分野では、新規植林・再植林・再緑化(Afforestation、 

Reforestation、 Revegetation: ARR) 、農地管理(Agricultural Land Management：ALM) 、改善さ

れた森林管理(Improved Forest Management ：IFM)、及び森林の減少、劣化の軽減(Reducing Emissions 

from Deforestation and Degradation: REDD) の４つの方法が認められており、それぞれに対して方

法論に関するガイドラインが作成されている5。 

VCS に認められたプロジェクトとしてはブラジルで JUMA Sustainable development reserve 

project: Reducing green house gas emission from deforestation in Amazon6 が開始されている。 

 

                                            
4 温室効果ガスインベントリ作成に係るガイダンス （http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gpglulucf/gpglulucf.html ) 
5 http://www.v-c-s.org/docs/Guidance%20for%20AFOLU%20Projects.pdf 
6 http://unfccc.int/files/methods_science/redd/application/pdf/pdd_juma_reserve_red_project_v5.0.pdf 
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3－2－2 Carbon Fix Standards (CFS) 

UN の手続きの限界を意識し自発的に気候変動対策として空気中の CO2 を吸収し、質の高い森林プ

ロジェクトを推進することを目的として 1999 年ドイツで設立された Carbon Fix Association (CFA) 

により運営されている7。プロジェクトの認定は UNFCCC のガイドラインに基づいており、プロジェク

トは国際的な認定機関により認定されることになっている。現在、パナマ、ウガンダ、ペルー、エチ

オピア、パラグアイにおいてプロジェクトを実施中であり、ブラジル、コスタリカ、パラグアイ、ア

ルゼンチン、トーゴ、中国、ウガンダにおいてプロジェクトが計画されている。 

 

3－2－3 Climate Community Biodiversity Standards （CCBS） 

Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) は、CARE や Nature conservancy などの

国際環境 NGO を主なメンバー8として、土地利用の改善に基づいたカーボンプロジェクトを推進する

ためにアメリカで設立された。CCBA は Climate, Community and Biodiversity Standards(CCBS)に

基づき森林の多目的な機能を考慮した土地利用改善による気候変動緩和プロジェクトを評価しプロ

ジェクトを形成する。これらのプロジェクトは気候変動対策、生物多様性保全及び持続可能な開発を

同時に推進する。CCBS は 2004 年にドラフトが作成され、インドネシア、タンザニア、ペルー、ボリ

ビア、エクアドル、スコットランド、マダガスカルなどで試験的に運用され、2005 年に初版、2008

年 12 月に第 2版が作成されている。 

CCBS への認定により、プロジェクトが国際的な信頼を得て、更なる支援を受けることを可能にす

る。CCBA は、政府、投資家、開発機関、及び民間企業にこれらのプロジェクトを支援するように働

きかける。現在世界中に 1９のプロジェクトが形成されており、6 つのプロジェクトが認定されてい

る。形成されたプロジェクトの中には 3 プロジェクトが AR-CDM に、1 プロジェクトが VCS に申請し

ている。 

3－2－4 Plan Vivo Standards (PVS) 

Plan Vivo は、2001 年にスコットランドで設立された Bio Climate Research & Development (BR&D)

により運営されている。Plan Vivo では地域住民の生計向上を重視し、コミュニティベースの土地利

用の改善と持続可能なエネルギーに係るプロジェクトを計画し実施する。Plan Vivo カーボンクレジ

ットは、水資源保護、生計向上、農業生産性の向上、持続可能な生産などのプロジェクトによるベネ

フィットを定義し、これを運用する。BR&D は Plan Vivo standards 及びガイドラインを作成し、プ

ロジェクトの登録及びプロジェクトによるアウトプットに対する認定を管理している。現在、メキシ

コ、ウガンダ、モザンビークにおいて Plan Vivo で認定されたプロジェクトが実施されている。 

 

                                            
7 http://www.carbonfix.info/About_Us/History.html?PHPSESSID=0jnc3hil0o9hm74j5onq3tdbm1 
8 メンバーは、BP Global, CARE, The Center for Environmental Leadership in Business (CELB), Hamburg 

Institute of International Economics, The nature conservancy, Rainforest Alliance, SC Johnson, Sustainable 

Forest Management ,Weverhaeuser, Wildlife conservation society.   
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第4章 ベトナム政府による森林分野における気候変動対策の取り組み 

 

4－1 森林分野における気候変動対策に関する政策 

 

4－1－1 基本政策 

ベトナム全体の気候変動対策は天然資源環境省（MONRE）の管轄であり、特に森林と気候変動に関

する分野においては、農業農村開発省林業局が担当窓口に指定されている。国家全体の気候変動対策

として国家目標計画（National Target Program :NTP)が作成されている。 

その中で農林業分野における気候変動対策として、緩和と適応に関し活動計画を作成し実施するも

のとしているが、実際の活動としては、以下のものが挙げられている。 

• 気候変動対策の既存計画やプロジェクトへの統合;  

• 気候変動への適応のための沿岸部における生態・経済モデルの構築;  

• 乾燥地における社会経済開発の科学的研究及びプロジェクト開発;  

• 気候変動を考慮した水資源、海岸堰システム、及び貯水池における安全対策;  

• 上流部と沿岸の保護林の気候変動を考慮したシナリオによる開発方法の提案 P  

• 気候変動考慮した自然保護区管理方法への戦略計画つくり；  

• パイロットプロジェクトの実施;  

• 自然災害に対する適応と緩和のための保護林の開発;  

• カーボンシンクとしての植林の拡大及び森林開発；  

• 沿岸部と山岳地帯の気候変動に適応した農業モデルの構築、気候変動に対応した水需要と水

質管理 

NTP に基づいて MARD は、2008 年 9 月に農林業分野の気候変動対策の方針をまとめたフレームワー

クを作成した。さらにアクションプランを作成しドラフトを提出している。2008 年末現在、アクシ

ョンプランは MONRE で審議中である。MARD が作成した農業農村開発分野気候変動対策フレームワー

クの中長期目標と主な活動は以下の通りである。 

 

長期目標 

 気候変動による農業及び農村開発への影響を緩和し、適応能力を向上する。 

 特に中部沿岸地帯、メコンデルタ地帯、及び山岳地帯の脆弱性の高い環境で生活している国民の

安全を確保する。 

 350 万ヘクタールの二期作地帯の持続可能な農業及び食料安全を確保する。 

 

短期目標 

 気候変動に適応するための各セクターの責任、計画や作業を特定し、メインストリーム化するよ

うな政策システムを作成する。 

 気候変動に対して脆弱性の高い地域の持続可能な農業を支援するための行動計画と関連政策を

作成する。 
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 農業、灌漑、林業、及び水産業における生産量の気候変動による影響に関する研究を強化する。 

 気候変動の緩和及び適応に関する国際協力の推進を強化する。 

 気候変動の緩和及び適応に関する人材を育成する。 

 気候変動の緩和及び適応に関する MARD 内スタッフの啓蒙活動を実施する。 

 気候変動の緩和及び適応に関して生じた便益を国全体の国民が平等に享受するようにする。 

 

農業・農村開発分野における気候変動に対する適応と緩和に関する主な活動計画 

1. 気候変動事務所の人材強化 

2. ベトナムにおける農業農村インフラに適用するクライテリアと基準の作成  

3. 研究計画プロジェクトの実施 

3.1. 海岸上昇に直面するメコンデルタ、北部中央平原及び北部山岳地帯における住民の生計

の安定化 

3.2. 380 万ヘクタールの二期作地帯を安定化させるための研究と計画 

3.3. 海岸上昇に直面するメコンデルタの灌漑システムの計画作り 

3.4. Red 河、Thai Binh 河、 Mekong 河における洪水管理システムの研究と計画つくり  

3.5. 食物生産及び産業造林に関して土地利用計画における気候変動への適応対策のメインス

トリーム化 

3.6. 水産物生産計画の気候変動の適応計画 

3.7. 海岸堰保護林システムの計画作り 

3.8. 脆弱性の高い地域における建設プロジェクトの計画作り 

3.9. 河川流域の総合的な利用と開発に関する研究と計画つくり 

3.10. 塩田地帯における海岸上昇対策の研究と計画つくり 

4.ダムと堰の建設における津波予防のための植林 

 

4－1－2 AR-CDM に対する取り組み 

ベトナムでは、2003 年 3 月に MONRE の国際協力局（International Cooperation Department: ICD）

がベトナムにおける指定国家機関(Designated Operational Entity: DNA)に指定されている。ベトナ

ムでは、CDM 国家機関（CDM National Authority: CNA）と呼ばれている。CNA は、CDM に関する国の

評価基準、規則、及びガイドラインの策定、CDM 事業のアセスメント、潜在的な CDM 事業の UNFCCC/

京都議定書運営委員会への提出、投資家、関連機関及び一般向けの CDM 関連情報の提供、ベトナム国

内の CDM 事業及び CDM 投資の管理と調整などを行っている。 

CDM に関わる国家戦略研究(Vietnamese National Strategy Study on CDM: NSS)が作成されており、

CDM の役割、ベトナム社会・経済開発への貢献、地球温暖化への貢献、ベトナムにおける CDM 推進の

ための方策などが示されている。AR-CDM NSS によると、AR-CDM は、ベトナムの持続可能な発展に大

きく寄与するものの、商業的な魅力に乏しいため、海外投資を期待しがたいので、政府及びドナーに

よる直接投資が必要であると認識されている。また、NSS では民間誘致に対する提案として、１）第

１号案件の早期実施、２）CDM 事業承認に関わる事業開発者向けのガイダンスの提供、３）セクター

別ベースライン算定の支援、及び４）投資モデルの構築支援が上げられている。 

2007 年に発表された首相令（No.130/2007/QD-TTg, 2007/8/2）では、1)CDM 投資家の権利及び義務、

2）CER の管理と活用、3）CER 売却に伴う納入金、4）CDM 事業の会計ルールが規定されている。同令
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によると、CER(Certified Emission Reduction)の所有権は、CDM 開発事業者が持つことになってい

る。CDM 開発事業者には、所得税、土地利用費、固定資産償却など通常の財務手続きが義務付けられ

る。一方、ベトナム環境保全基金（Vietnam Environment Protection Fund: VEPF）が CER の管理及

びモニタリングの責任を負っている。CDM 開発事業者は CER の売却に伴い、一定の売却料を VEPF に

支払うことになっている。 

JICA が実施した AR-CDM 促進のための能力向上開発調査プロジェクトでは、Hoabin 省に約 310ha

のバイオマス造林による小規模 CDM のプロジェクトを形成し、2009 年 4 月 28 日にベトナム初、世界

でも4件目のAR-CDMとして国連の承認を受けている。AR-CDM プロジェクトでは、Forest Development 

Fund (FDF)9という NPO を Hoabin 省に設立した。FDF はこのプロジェクトの実施のためにホンダベト

ナムから４年間にわたり、35 億ベトナムドン（約 22 万米ドル）の資金提供を受けることになってい

る。プロジェクトに対する資金は FDF に支払われ、FDF から直接農民に、苗木、肥料、労働賃金など

の形で支払われる。造林対象地は、農民に 50 年間の使用権が貸与された生産林区分の公有地である。

なお、District レベルの森林普及担当官がそのプロジェクト実施に携わることになっている。今後

の AR-CDM プロジェクトでも同様のファイナンスモデルが適用される可能性がある。 

今までのその他の AR-CDM に対する取り組みとしては、Netherland Development Organization(SNV)

というオランダの NGO が中央部において、未利用地における植林を CDM プロジェクトにしようとした

が未成功に終わっている。また、オーストラリアの援助により、北西部において、AR-CDM のポテン

シャルのある土地の評価を行った。なお、現在、国際農業開発基金（International Fund for 

Agricultural Development: IFAD)が北東部 Bac Kan 省において 400ha の森林造成を AR-CDM で行う

ことを計画中である。 

ベトナムでは AR-CDM に対する問題点としては、以下のものが上げられている。 

 地域住民は貧困であり、短期的な収入を必要としているため長期サイクルの植林を実施すること

が難しい。ベトナムにおけるチップ用ユーカリ・アカシア早生樹植林は、７、８年の伐期で行っ

ているのに対し、AR-CDM ではクレジットを得るためには１５年のサイクルが必要である。 

 AR-CDM では 1990 年の時点で既に森林でないところのみを対象とすることになっているが、右に

関連したデータ及び情報入手が容易ではなく、その証明が難しい。 

 森林地も農業開発の需要があり、人口増加によりその圧力が高くなっている。農業需要のないリ

モートエリアでは植林はしやすいが、アクセスが容易でないため評価が難しい。 

 PDD の承認手続きが複雑でコスト及び時間がかかる。 

 生産林で、農民個人にあてがわれた土地の方が、便益分配がわかりやすく農民の関心を引きやす

いためプロジェクトを形成しやすい。 

 

4－1－3 REDD に対する準備の動向 

ベトナムにおける REDD に必要な資金は、全国で約 1千万ドルと見積もられている。REDD は、世界

銀行の森林炭素パートナーシップ基金（FCPF）と UN-REDD program による各国準備、体制整備支援が

行われる予定であるが、ベトナムは両方のパイロット国に指定されている。 

ベトナムに対して、FCPF が 200 万ドル、UN-REDD Program が 400 万ドル拠出する予定である。FCPF

は REDDの Readiness planとして 20万ドルを拠出することで既にベトナム政府と合意している。2009

                                            
9 ベトナム林業大学の副学長の Pham Xuan Hoan 氏は FDF の役員会の議長、Do Thi Ngoc Bich 女史は役員メンバーである。 
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年 3月に UN-REDD に対し事業のコンセプトを説明した Joint Programme Document10 が提出され、準

備が進められているが、遅くとも 2009 年 5 月ごろまでは UN-REDD Program の資金は使用できない。

同 Joint Programme Document においては、ベトナム支援上 3つの成果を設定しており、1)REDD 運営

に係る国内体制、技術的キャパシティの向上、2）地方省、地区レベルでの REDD を含めた環境対価支

払い事業の実施、管理能力向上、3）地域外への漏洩（regional displacement of emission)削減へ

の対処能力向上を設定している。REDD に関しては、本プロジェクトが先行実施となるため、本プロ

ジェクトの内容を加味して UN-REDD Program 及び FCPF とも活動内容を検討することになり調整が必

要である。 

 

UN-REDD National Joint Programme で提案された活動 

活動内容 必要資金 US ドル 

Output1:Improved institutional and technical capacity for 

national coordination to manage REDD activities in Vietnam 

1,340,300 

Output2:Improved capacity to manage REDD and provide other 

payment for Ecological Services at district level into 

sustainable development planning and implementation 

2,120,500 

Output3: Improve knowledge of approaches to reduce regional 

displacement of leakage 

299,200 

間接費 310,000 

合計 4,070,000 

出典：Revised Standard Joint Programme Document (2009 年 3 月） 

 

MARD は、世界銀行に対して 2008 年 3 月に Readiness plan の基本コンセプトとなる Readiness Plan 

Idea Note (R-PIN)11を提出した。国連に対しては、2008 年 11 月にプロポーザルを提出した。 

R-PIN で提案された当初 3 年間の主な活動は、国家 REDD プログラムの設立、システムの構築及びケ

ースステディの３つである。また、国家レベルの政策としては、森林管理環境サービスに対する支払

いに対する資金メカニズムについて新しい政策が必要であるとされる。ケーススタディは、森林の減

少及び劣化のトレンド解析、システム構築としてはモニタリングシステムの構築と資金の流れにかか

る制度の確立の 2つがある。なお、ベトナムでは環境サービスに対する支払いとしては、水資源に対

するもの、土壌浸食に対するもの、エコツーリズムに対するものなどが実用化されようとしている。 

また、国境地帯の外国への影響については、ラオスと協力する取り決めがなされているが、実施方

法、活動内容などは決まっていない。 

 

R-PIN で提案された REDD のメカニズム構築のための活動 

活動内容 必要資金 US ドル 

Setting up a transparent stakeholder consultation on REDD 100,000 

Developing a reference case of deforestation trends: Assessment 800,000 

                                            
10 http://www.un-redd.org/Portals/15/documents/events/20090309Panama/Documents/UN-REDD%20Vietnam%20NJPD.pdf 
11 http://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Vietnam_FCPF_R-PIN_0.pdf 
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of historical emissions from deforestation and/or forest

degradation or projection   

Development of National REDD Strategy 500,000 

Design of system to monitor emission s and emission reduction 

from deforestation and/or forest degradation 

3,500,000 

Design of a system for providing targeted financial incentives 

for REDD 

1,000,000 

合計 5,900,000 

出典： Forest Carbon Partnership Facility (FCPF): Readiness Plan Idea Note (R-PIN) Template, 

2008.3. 

 

4－2 森林分野における気候変動対策の実施体制 

 

4－2－1 農業農村開発省 (Ministry of Agriculture and Rural development: MARD)  

ベトナムにおける森林セクターは、国レベルでは農業農村開発省 (Ministry of Agriculture and 

Rural development: MARD) の管轄である。MARD には、農業、森林管理、漁業、灌漑の４セクター

の部局がある。 

MARD には森林セクターの部局として、森林局（Department of Forestry : DOF）と森林保護局(Forest 

Protection Department: FPD)があり、DOF は生産林と保全林、FPD は特別利用林を管轄している。森

林調査計画研究所(FIPI)、ベトナム森林科学研究所(FSIV)、ベトナム林業大学 (VFU)は MARD の管轄

である。 

MARD は 2008 年 10 月、MARD を総合森林局(General Department of Forestry)、総合農業局、総合

灌漑局及び総合漁業局の 4 つの総合局に統合することを総理大臣に提案した。2009 年初めには現在

の森林局（DOF）と森林保全局が統合され総合森林局になり、FIPI、FSIV 及び VFU は総合森林局傘下

の機関として統合される予定である。 

 

4－2－2 森林調査計画研究所(Forest Inventory and Planning Institute : FIPI) 

FIPI は、森林資源に関する調査計画作りを行う国家機関であり、現在約 600 名のスタッフを有す

る。FIPI は、森林情報コンサルタンツセンター(Center for Forest Information and Consultancy: 

CIFIC）、 森林資源環境センター (Forest Resource and Environment Center: FREC)、地図印刷セ

ンター(Center for Mapping and Printing) の 3 つのセンターと６つの地域事務所を有している。FREC

はリモートセンシング、GIS と生物多様性保全の研究、CIFIC は、リモートセンシングと森林につい

ての活動を行っている。FIPI は財政的に政府とは独立しており、自己収入により運営されている。 

ベトナム政府は、1990 年以来森林法に基づいて５年ごとに森林現況マップを作成することを義務

付けられており、FIPI が作成している（全国レベルで 100 万分の１、リージョナルレベルで 25 万分

の 1、省レベルで 10 万分の 1）。各森林地図に使用された衛星は下表の通りである。 

現在作成中のSPOT5による2010年版森林地図は、北西部４省（Dien Bien, Sou La, Hoa Binh, LaiChau）

中部高原２省（Aak Nong, Lam Dong）、沿岸部４省（Thanh Hoa, Quang Ngai, Binh Dinh, Nghe Au）

の 10 省が既に作成済みである。 
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なお、SPOT5 の衛星画像は MONRE からは 1 画像 400 ドルで購入しているが、MONRE は 1 画像 6,500

ドルで購入している。小面積で購入する場合は 2ユーロ/km2 である。 

 

FIPI 所有の森林地図 

 データ年 使用衛星 所有形態 

１ 1990-1995 年 LANDSAT TM ハードコピー 

２ 1995-2000 年 SPOT1,2,3 ハードコピー 

３ 2000-2005 年 LANDSAT ETM デジタル＋ハードコピー 

４ 2005-2010 年 SPOT5 デジタル 

出典：FIPI 

 

FIPI が所有する 新の森林地図は 58 区分に分かれている。森林は大きく分けて人工林と天然林、

森林指定非森林地（法的には林地であるが木がないところ）、その他（市街地、河川域など）に分け

られている。さらに、天然林は大きく分けて、広葉半落葉樹林、広葉落葉樹林、針葉樹林、混交林、

竹林、竹混交林に分けられている。各それぞれの森林区分、広葉半落葉樹林、広葉落葉樹林、針葉樹

林は、森林の蓄材及び天然更新の状態により Rich forest, Medium forest, Poor forest、及び Stocked 

regenerated forest と Non-stocked regenerated forest に分けられている。 

 

大区分 中区分 

１．天然林 半落葉広葉樹林、落葉広葉樹林、針葉樹林、混交林、竹林、 

竹混交林、石灰岩カルスト林 

２．人工林 蓄積有造林地、蓄積無造林地、竹林、マングローブ・メラルーカ林 

３．非森林の林地 草地、低木地、非森林石灰カルスト地、焼畑地、その他 

４．その他 市街地、河川域、耕作地 

（詳細区分は添付資料 3 森林タイプ区分リスト参照） 

 

また、FIPI では、全国様々な森林区分に対して 2,100 のパーマネントプロットを設置し森林の状

態を測定している。これは以前 4,200 プロットあったものを 2,100 プロットに減らしたものである。

各プロットでは、1km2 のプロットを設け、その中に１ha のサブプロットを３箇所設置している。2,100

プロットの内、2,000 プロットが住民のアクセスが可能なもので、100 プロットが住民のアクセスの

ない保護林の中にある。測定内容は、森林構造、生産量、樹種構成、材積量、天然更新の状態などで

ある。 

 

4－2－3 ベトナム林業大学 (Vietnam Forestry University: VFU) 

ベトナム林業大学は、1964 年に設立された森林に関する総合的な研究、教育、及び訓練活動を行

う組織である。ベトナム林業大学には、造林（Silviculture）、 木材技術（Wood technology）、森林

資源と環境管理（Forest resource and environment management）、農村開発のための産業（Industry 

for Rural development）、経営管理（Business administration）、マルクスレーニン学（Marx Lenin）、

大学院研修（Postgraduate training）、少数民族のための高等教育（High school for Ethnic student）、
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科学情報センター（Center for Science information）の８つの学部があり、約 6,000 名の学生、468

名のスタッフを有する。ベトナム林業大学はハノイから 35km 西の Xuan Mai 町に位置する。造林学

部には GIS セクションがある。 

その他研究生産ユニットとして、森林生態と環境研究所(Institute for Forest Ecology and 

Environment)、試験研究と木材産業技術移転センタ－（Center for Experimental Research and Forest 

technology transfer）, Consulting Company for Forest investment and Development がある。 

ベトナム林業大学の年間予算は、研修が約 450 億ベトナムドン、研究が 130 億ベトナムドン、及び

インフラ関連が 120 億ベトナムドンの合計 600 億ベトナムドンである。 

ベトナム林業大学内にはJICAが実施したAR-CDM促進のための能力向上開発調査プロジェクトのプ

ロジェクトオフィスがあり、CDM に関する情報提供を行っている。気候変動に関する研究成果として

は、森林火災管理、荒廃林の森林動態などがある。 

 

その他林業大学では以下のようなプログラムを外部機関とともに実施している。 

 

ベトナム林業大学の外部との共同プログラム 

 プログラム 協力機関 協力期間 

1 教育・研究協力 コロラド大学 2008- 

2 教育・研究協力 フィリピン大学 Los Banos 2008-2011 

3 NTFP の持続的利用プロジェクト ラオス国立大学 

カンボジア王立農業大学オラ

ンダ Utrecht 大学 

Copenhagen 大学 

Leiden 大学 

2007-2010 

4 ラタンの技術開発に関する協力 中国熱帯林研究所 2007-2010 

5 AR-CDM に関する能力開発 JICA 2006-2008 

6 ASEAN ラタンプロジェクト ITTO 2006-2010 

7 女性の共同体によるコミュニティフォレスト

リープロジェクト 

JIFPRO 2004-2007 

8 総合的流域管理計画 ドイツ 2002-2006 

9 交換教育・研究プログラム Beijing 森林大学 

Nanjing 森林大学 

Southwest 森林大学 

2002－ 

10 社会林業プロジェクト スイス Helvetas 1998-2004 

 

4－2－4 ベトナム森林科学研究所 (Forest Science Institute of Vietnam: FSIV)  

ベトナム森林科学研究所（FSIV） は、ベトナムにおける日本の森林総合研究所に相当する組織で、

約 500 名のスタッフを有する。FSIV は、森林樹木改良センター（Forest Tree Improvement Center）、

非木材林産物研究センター（Non-Timber Forest Product Research Center）、森林生態と環境センタ

ー（Forest Ecology and Environment Research center）、森林産業技術移転センター（ Forest Industry 
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Research and Technology Transfer Center）、技術コンサルティングサービスセンター（Technical 

Consultancy and Service Center ）5 つの研究センター、9つの地域センターを持つ。年間予算は約

1,000 億ベトナムドンであり、その約半分が MARD の予算である。 

FSIV は、ベトナム政府が UNFCCC に提出する森林セクターの GHG のインベントリーのデータを作成

し、MONRE に提供している。FSIV は現在政府直轄機関であるが、2010 年以降 FIPI のように独立採算

制に移行することが計画されている。独立採算制に移行した場合、基礎研究については政府予算によ

る実施、応用研究についてはプログラム形式で政府から予算を受けることになると考えられる。 

FSIV には、造林技術部（Silviculture Technology division）に GIS セクションがあり３名のス

タッフがいる。GIS セクションでは、北西部４省において、SPOT5 を使って森林の動態を観察し、森

林管理・流域管理に役立てる研究を行っている。 

森林とカーボンに関する研究としては、荒廃地・草地のカーボンについて、アカシア、松及びユー

カリを含む７つの樹種の植林のカーボン特性、土壌の分類とカーボン特性などの研究を行っている。

REDD については、２箇所でケースステディを実施しようと考えている。また、持続可能な森林管理

については、天然林において全国でマングローブ、落葉樹林、潅木林の４つの森林タイプに対し 54

のパーマネントプロット（１プロット１ヘクタール）を設けて森林の動態を観察している。森林セク

ターの気候変動に関する Liability assessment を行っており、脆弱性の高い地域を特定している。 

その他の FSIV が実施した気候変動に関する研究活動としては、社会的、文化的生態学的な森林の

減少の寄与に関するケースステディ、森林カーボンストックの変化の数量化、泥炭地を含む熱帯林に

おける土地利用変化による GHG 放出の計量方法の簡略化、森林破壊対策としての有効な政策オプショ

ンの特定、GHG 減少のケーススタディ、気候変動対策としての土地利用改善及び生計向上のシナリオ

作り、及び REDD の導入に関する適切なオプションの提示などがある。 

 

FSIV が関係した気候変動に関する研究プロジェクトとしては、以下のものが挙げられる。 

 2004 年（社）海外林業コンサルタンツ協会（JOFCA）と共同で荒廃地、草地におけるカーボンス

トックと Hoa Binh と Thanh Hoa の２省における AR-CDM ポテンシャル研究 

 2005 年プランテーションにおける CDM のクライテリアと指標の構築 

 2007-8 年 JICA のプロジェクトで AR-CDM のキャパシティビルディングとカーボンファイナンス

のモデルの構築、350 ヘクタールの植林プロジェクトの PDD の作成及び UNFCCC への申請。 

 2008 年開始した IFAD の資金による Bec Kan 省における AR-CDM/REDD プロジェクト 

 2008 年開始した日本の林野庁の予算によるアジア航測との森林のモニタリングプロジェクト。 

 2009 年から開始予定の EU の資金による Reducing Emissions from Deforestation and 

Degradation through Alternative Landuses in Rainforests of the Tropics12で、スコットラ

ンドの Macaulay Institute を中心に、イギリス、オランダ、ドイツ、ケニア、インドネシア、

ナイジェリア、コロンビアの組織とともにという研究プロジェクトに協力している。内容は REDD

の政策と技術、カーボンアカウントの簡略化について。 

                                            
12 http://www.redd-alert.eu/ 
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第5章 ベトナムの他の援助機関、一般事業体による気候変動対策の取組み 

 

5－1 FSSP および他の援助機関による気候変動対策の取り組み 

 
5－1－1 森林セクター支援ドナー協議会（Forestry Sector Support Program and Partnership: 

FSSP） 

森林セクター支援ドナー協議会（FSSP）は、森林セクターにおいてドナーが協力することを目的と

して、国家 500 万ヘクタール造林計画 1998-2010 (5MHRP)の実施支援のため 1998 年総理大臣令

Decision 661 により設置された。5MHRP のための活動後、2001 年には１９の国際協力パートナーと

の間で合意され、現在は 25 の参加機関が、協力している。 

FSSP の目的は、１）ベトナムの森林セクターの政策、戦略、活動の優先順位付けなどにおける協

力・調整、２）持続可能な森林管理及び生物多様性の保全を推進するため、環境保全及び森林地帯の

地域住民の生計向上活動、及び森林セクターの国家経済への貢献度の向上、および３）森林セクター

が関わる資源利用の効率化である。5 年間の実施期間の後、現在 National Forest Strategy (NFS, 

2006-2020)の実現を主な支援先としている。  

 

5－1－2 森林信託基金 (Trust Fund for Forest: TFF) 

2004 年に FSSP の枠組みの中に森林信託基金(TFF)が設立されている。参加国はオランダを中心と

して、フィンランド、スウェーデン13、及びスイスである。2004 年から 2008 年までの実施期間に対

し、オランダが 900 万ユーロ、フィンランドが 900 万ユーロ、スイスが約 5百万スイスフラン、スウ

ェーデンが約2百万クロンを提供している。2009年以降の協定として2009年 1月に新しくTFFの MOU

が作成されることになっている。新たな実施期間に対し、フィンランドが 1,100 万ユーロ、スイスが

500 万ユーロ提供することになっている。オランダが第一実施期間に提供した資金は半分以上の使用

されていない。TFF は世界銀行やアジア開発銀行(Asian Development Bank: ADB)のプロジェクトに

対し技術協力基金を提供している。 

2008 年の 8月に発表された TFF の気候変動対策への対応に関するレポート14のよると、TFF は気候

変動対策として以下の活動に取り組むこととなっている。 

(1) 気候変動の適応対策 

マングローブ林の地理的拡大、国家適応プログラムの活動における森林に関する課題の分析、森林

や生物多様性の変化のモニタリングの国際的なモデルへの応用、気候変動モニタリングの要となる生

物種の特定に関する研究、森林火災リスク管理の経験分析、樹種別の災害からの回復に関する研究 

(2) 気候変動の緩和対策 

カーボンストックの計算、森林セクターの経済的なカーボンの吸収方法の開発、森林セクターの気

候変動対策のメインストリーム化、森林における活動による共益を評価するための方法論の開発 

 

                                            
13 スウェーデンは実際の活動はほとんど参加していない。 
14 Contribution of forestry to the upcoming climate change challenge of Vietnam. Report commissioned by the 

Trust Fund for Forest. Aug. 2008.  



 20

5－1－3 国際機関の動向 

（1） 世界銀行(WB) 

 Forest Sector Development Project 

2004 年に承諾されたプロジェクトで、組織強化、小規模人工林造成、および特別利用林管理の 3

つのコンポーネントがある。組織強化のための活動としては、森林の割り当てガイドラインの見直

し、グループによる農家林業の推進、及び森林の認証制度の利用促進がある。小規模人工林の造成

は、貧困が問題となっている Quang Nam, Quang Ngai, Binh Dinh, Thua Tien Hue の４省を対象に、

現存の成長の悪い植林跡地に、早成樹、アグロフォレストリーなどを普及させるものである。特別

利用林の管理では、Vietnam Conservation Fund (VCF)を設立し、自然保護のニーズの特定、特別

利用林の管理計画作り、及び地元コミュニティとの共同管理体制の確立などを行う。 

 

（2） アジア開発銀行(ADB) 

 Forests for Livelihood Improvement in the Central Highland sector project 

2006 年に承諾された総事業費 9,066 万ドル（ADB 4,500 万ドル、TFF 1,557 万ドルなど）のプロ

ジェクトで、中部 5省と Phu Yen 省を対象としている。活動内容は、持続可能な森林管理や生計向

上などである。活動内容としては、300 万ヘクタールの生産林の森林管理計画の策定、14 万４千ヘ

クタールの人工林造成、8万７千ヘクタールの森林保全活動などがある。 

 

（3） 国連開発計画（UNDP） 

UNDP は、省レベルの住民組織に対して小規模のプロジェクトを実施している。森林セクターで

実施中のプロジェクトには以下のものがある。 

 Making the Link: The Connection and Sustainable Management of Kon Ka Kinh National Park 

and Kon Chu Rang Nature Reserve 

（実施期間）2006 年 11 月～ 2010 年 10 月 

（対象地）Gia Lai 省 

（プロジェクト予算）US$875,000 

（活動内容）Kon Ka Kinh 国立公園 と Kon Cha Rang 自然保護区における活動のための基金の 

設立、地域コミュニティに対する環境啓蒙活動など 

 Coastal and marine biodiversity conservation and sustainable use in the Con Dao islands 

region 

  （実施期間）2006 年 4 月～ 2009 年 3 月 

  （対象地）Con Dao 県, Ba Ria-Vung Tau 省 

  （プロジェクト予算）US$1,823,300 

  （活動内容）Con Dao 国立公園の参加型自然保護と管理、Con Dao 県の持続的環境管理、Con Dao 

諸島地域の生物多様性の持続可能なファイナンス 

 

5－1－4 各国援助機関の動向 

（1） ドイツ技術協力公社（GTZ） 

ドイツの GTZ はベトナムにおいて 1990 年代から持続的森林管理の体制作りから地元コミュニティ

との社会林業まで森林セクターで数多くの援助活動を行っている。全般には、現存の天然林を持続的
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に管理しながら、高い付加価値をつけて市場に出すことを目標にしている。近年実施されているプロ

ジェクトは以下の通りである。なお、GTZ は FSSP の共同議長である。 

 Capacity building for Sustainable Forest Management and Biodiversity 

（実施期間）2007 年 5 月 ～ 2014 年 8 月 

（活動内容）持続可能な森林管理に関する能力開発、特に民有及びコミュニティ所有の森林管理 

の開発、森林利用者グループによる効果的な林産物の市場開発、自然保護林におけ 

る森林の造成、再生に関する技術・資金的支援、プロジェクト実施の経験に基づく 

森林法、規則技術ガイドラインの改善など 

 Sustainable Management of Natural Resources in Central Vietnam 

（実施期間）2004 年 4 月～ 2010 年 3 月 

（活動内容）Quang Binh 省における森林資源の利用による生計向上、参加型社会経済開発計画 

作り、参加型農業普及、コミュニティフォレストリーの仕組みづくりなど 

 Management of Tam Dao National Park and Buffer Zones 

（実施期間）2003 年 10 月～2009 年 9 月 

（活動内容）Tam Dao 国立公園における国立公園管理計画、県や省の 5カ年計画への取り込まれ 

たローカルレベルの資源利用管理計画の作成と実施。エコツーリズム、森林学校の 

設立。 国立公園管理者、公園レンジャー及び森林保全官への研修カリキュラムの 

作成と実施など。 

 Programme Management of Natural Resources 

（実施期間）2003 年 10 月～2009 年 9 月 

（活動内容）Tam Dao 国立公園における国立公園管理計画、県や省の 5カ年計画への取り込まれ 

たローカルレベルの資源利用管理計画の作成と実施。エコツーリズム、森林学校の 

設立。国立公園管理者、公園レンジャー及び森林保全官への研修カリキュラムの作 

成と実施など。 

 Programme Management of Natural Resources 

（実施期間）2005 年 10 月～2014 年 9 月 

（活動内容）国家森林開発戦略の実施および国際条約に関わる活動の支援。天然林の持続的管理 

及び林産物の認証システムの推進。森林協会と協力して林産加工の訓練センターの 

設立及び木材加工の技術指導など。 

 

（2） オランダ 

オランダは、TFF の中心的なメンバーであり、2004 年から 2008 年までの実施期間に対し 900 万ユ

ーロ TFF に提供している。また、TFF を通して、世界銀行の Forest Sector Development Project、

ADB の Forest for livelihood improvement in central highland project、GTZ の Management of Tam 

Dao National Park and Buffer Zones と協調する形での技術協力のための資金提供、オランダの NGO、

SNV に対して The Pro-Poor Forestry Project (PPFP) in the North-Central Agro-Ecological Zone

の資金を提供している。また、DOF が実施するコミュニティフォレストリープロジェクト、持続可能

な土地管理、国立公園管理などにも資金を提供している。なお、2005 年に森林セクターの基本情報

を集め、Forest Monitoring and Information Management System（FORMIS）というレポートを発行

している。 
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5－1－5 我が国の援助活動の動向 

 

（1） 林野庁  

 熱帯林資源動態把握支援事業 

我が国林野庁はインドシナ諸国等において REDD への取り組みを促進するため、2008 年度ベトナムを 

一対象国として委託事業「熱帯林資源動態把握支援事業」を実施した。同調査では、ＲＥＤＤ制度実現の 

ための数多くの技術的課題のうち、主に衛星画像利用のモニタリング技術に焦点を当て、南部 2 省（ドン 

ナイ省、ラムドン省）を対象に、最新リモートセンシング技術を使った森林減少・劣化の計測・監視モデル 

の開発を検討するとともに、それを通じた技術移転・人材育成を図った。また、採集的には、REDD の制度 

の実現に間接的に貢献することを上位目標としている。 

 

（2） JICA 

JICA が近年ベトナム国において実施した森林セクターのプロジェクトとしては、以下のものがあ

る。 

Ａ）技術協力 

 森林政策実施支援（個別専門家） 

（実施期間）2007 年 3 月～2010 年 3 月 

（活動内容）MARD/DOF に森林政策のアドバイザーとして派遣中。気候変動対策も含め、ベトナム側 

政策全体に係る情報収集、調整も行う。 

 AR-CDM 促進のための能力向上（開発調査） 

（実施期間）2006 年 10 月～2008 年 12 月 

（活動内容）AR-CDM に関わる人材育成、制度整備・構築支援を目的に実施。同事業の人材育成支 

援の一環として、ベトナム国内初となるパイロットプロジェクトの立案を実施。 

 北部荒廃流域天然林回復計画（技術協力プロジェクト） 

（実施期間）2003 年 10 月～2008 年 9 月 

（活動内容）天然林回復のための適正かつ経済的な技術体系の整備を実施。 

 中部高原地域森林管理計画調査（開発調査） 

（実施期間）2000 年 1 月～2002 年 12 月 

（活動内容）中部高原において、水源涵養、生物多様性保全、持続的な森林利用を内容としたマ 

スタープランを策定、モデルエリアにおいて森林管理モデル計画を策定した。 

 中部高原地域持続的森林管理・住民支援プロジェクト（技術協力プロジェクト） 

（実施期間）2005 年 6 月～2008 年 9 月 

（活動内容）中部高原のモデル村落において、住民の生計向上を通じた持続的森林管理を実現す 

るため、農林畜産業及びアグロフォレストリー活動の改善を行うと共に、その普及 

体制を構築した。 

 造林計画策定能力開発調査（開発調査） 

（実施期間）2005 年 5 月～2008 年 2 月 

（活動内容）森林セクター関連機関の人材の計画策定能力の向上を図るため、F/S と PIP の策定 

と計画策定トレーニングパッケージを整備した。 

 森林火災跡地復旧計画（技術協力プロジェクト） 
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（実施期間）2004 年 3 月～2007 年 3 月 

（活動内容）カマウ省ウ・ミン・ハ地区の森林火災跡地復旧計画に必要な再造林技術の確立と、 

同技術の普及を行った。 

 

Ｂ）無償資金協力 

 中南部海岸保全林植林計画 

（実施時期）2000 年から 2004 年度 

（実施内容）ベトナム国の 500 万ヘクタール森林造成国家計画（5MHRP)の一環として、技術的に 

困難であった海岸砂地地域での飛砂防止のための植林（3,670ha)を実施。 

 

Ｃ）円借款 

 地方開発・生活環境改善事業（III) 

（実施時期）1999 年～2008 年 

（実施内容）1998 年度に借款供与された地方開発・生活環境改善事業（III）(借款総額 120 億 

円)の中に植林コンポーネントがある。中部 5省の 2万 1千ヘクタールの保全林造 

成、造林に関わるインフラ整備、住民の生計向上のためのインフラ整備などがプ 

ロジェクトに含まれている。 

 森林セクターローン 

（実施時期）2010 年度～ 

（実施内容）中部 10 省、南部 2 省（想定）を対象に、流域保全林回復・海外保全林造成事業及びこ 

れに付随する各種活動（インフラ、トレーニング、森林火災防止活動、インベントリー作 

成等）を想定。 

 

5－2 民間事業体による気候変動対策の取り組みと可能性 

 本調査では、気候変動対策への参加について、各セクターの商工会議所の幹事会社に対してヒアリ

ング調査を行った。ベトナムには多くの日系企業が進出しており、クレジット獲得のためにも企業が

参加できるような REDD の方法論の確立、情報の提供が望まれる。 

ホンダベトナムは JICA が形成した AR-CDM プロジェクトに資金提供しており、新しいプロジェクト

にも積極的に参加したいと考えている。従業員が参加できるように距離的に近いこと、自治体など地

元の協力が得られることなどが重要との認識である。 

双日は、チップ原料用に７年周期のアカシア・ユーカリの植林を行っている。チップ工場には５０

０km はなれたところからも原料が持ち込まれており、森林の減少の削減のため、REDD で短期植林が

プロジェクトとして認められた場合、双日が参加する可能性がある。 

建設業では、西松建設では、小規模水力開発に興味を持っており、上流の植林や住民の生計向上活

動などにより森林の減少圧力を緩和するようなプロジェクトが小規模水力と組み合わせて形成され

た場合 REDD に参加する可能性もある。 

なお、ベトナムにおいて、UNFCCC 以外のカーボンファイナンスによる森林プロジェクトは調査時

点ではまだ実施されていない。 
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第6章 本格調査概要と実施上の留意点 

 

6－1 調査の目的及び基本方針 

前述の通り、本調査は、ベトナム全土において、LULUCF（Land Use, Land Use Change and Forestry:土

地利用、土地利用の変化及び林業）活動の実施を通じて気候変動の緩和に貢献しうるポテンシャルを有す

る土地（潜在的適地）に係る情報を集積し、その分布に係る地図を作成すると共に、情報共有を行うことを目

的としている。この様に、調査の第一義的な目的は、調査結果としての成果品（潜在的適地の分布に係る主

題図）を完成させることにあるが、ひいては、ベトナム政府や各種ドナーによる気候変動対策支援に係る政策

立案、将来的な国内の REDD 関連事業構築に係る基礎情報・データとしての活用、あるいはカーボンオフセ

ット事業や企業 CSR としての植林活動等を検討している民間・各種団体への情報提供での活用等を想定し

ている。さらに、潜在的 REDD 適地調査に関しては国際的にも未だその方法論や技術が模索段階にあること

から、本調査の成果や得られた教訓（具体的には、森林減少・劣化分析等、衛星画像を活用した簡易な森

林の経年変化モニタリングの方法論等）は、ベトナム政府を通じ 2009 年末に予定されている気候変動枠組

条約第 15 回締約国会議（COP15)等の場において積極的に発信する事で、国際社会における気候変動対

策に係る各種枠組み・制度検討へも貢献することが期待されている。 

一方、言い換えれば、本調査は AR-CDM、カーボンオフセットや REDD 関連事業等、個別具体的な事業

／プロジェクトの立案そのものを目的としておらず、右に資する潜在的適地に係る基礎データを整備、提供

する事を目的としている。従って、本調査成果を活用した個別事業の立案、詳細な実施可能性検討につい

ては本調査結果の利用者である事業立案者、実施者に委ねることを想定しており、調査実施に当たっては

特定箇所における情報精度や事業可能性（具体的には AR-CDM 等各制度が求める土地適格性の証明等）

の追求をするのではなく、衛星画像及び既存資料、データを最大限活かしながら、可能な限り簡易な方法か

つ短期間（調査期間である 18 ヶ月）で、気候変動対策事業を実施する可能性を有する土地の分布を広くマ

ッピングし、関連するデータを整備、発信する事に主眼を置いている。 

また、上記狙いを達成するためには、本調査の実施において、カウンターパート機関が技術面も含めた内

容につき十分理解し、その成果についても自身のものとして活用、対外発信できるようになる事が必須となる。

調査の実施過程では、カウンターパートと頻繁に協議の場を持ち、合意形成し、調査活動を進めていくこと

で、カウンターパートの積極的な関わりを導き、コンサルタントとカウンターパートの双方が共同実施であると

の認識を持つと共に、その実施過程を通じ、関連分野に係る知識の向上と、調査実施技術を習得する事が

肝要である。特にベトナムは、リモートセンシング、ウェブプログラミング、GIS のいずれの分野においても、高

い技術力を持った人材を有していると考えられる。 カウンターパートの主体性の観点からも、時間的な効率

性の観点からも、本調査の実施にあたっては FIPI 等のカウンターパート機関も含め、ローカルリソースを積極

的に活用する事が求められる。 

 

6－2 調査期間と作業工程 

 上述の通り、本調査は既存の情報、データを 大限活用し、短期で成果を発信する事を想定してい

る。従って、調査期間は 18 ヶ月を想定する。 

 全体としての、工程計画及び各報告書の作成の目処は以下を想定している。 
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年度

月順 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
月 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

全体計画

レポート ▲ ▲ ▲ ▲

Ic/R It/R DF/R F/R

平成21年度 平成22年度

 
※ Ic/R：インセプション・レポート、 It/R：インテリム・レポート 

    DF/R：ドラフトファイナル・レポート、 F/R：ファイナル・レポート 

 

なお、前述の通り本調査の結果は、ベトナム政府や民間・各種団体による活用のみならず、先駆的な取り

組み事例やそこから得られた教訓として、国際社会への発信も期待されている。一方、本調査が対象として

いる、各種手法、特に REDD は未だ制度が確立されておらず、国際的な動向の見通しが必ずしも明確でな

いにも関わらず、事業化への国際的な取り組みが加速する中、迅速な調査結果の発現・活用が求められて

いるという事情がある。本調査の実施にあたっては、上記作業工程を念頭におきつつ、詳細な調査実施手

順・スケジュールの作成を行い、早期の調査着手を目指しつつも、国際議論の動向を常に把握し、その方向

性に合わせ可能な限り綿密かつ柔軟な計画見直しや調査実施が求められる。 

 

6－3 調査の対象地域 

 本調査の対象地域は、ベトナム全土となる。ただし、AR-CDM 及び国際的枠組みとは別の各種手法（カー

ボンオフセット、ボランタリーマーケット等）においては、プロジェクト単位での総炭素量に応じ、クレジットが発

生するが、昨今の REDD に関わる国際的議論の動向では、REDD においては国単位での総炭素蓄積量に

応じたクレジットの発生、取引が行われる事が有力とされている。通常、これら事業においては対象地域内で

の炭素量のみならず、同活動を通じた域外への波及影響（Leakage又はDisplacement of emissions）も加味し

た炭素量把握が不可避となる。本調査成果の実用性を念頭においた場合、対象地（REDD の場合国境）の

外への波及影響を無視できないため、国境内のみならず国境周辺域も含め可能な範囲で同種の関連デー

タの整備が求められる事を念頭に置く必要がある。本調査対象地域はベトナム全土としつつも、ラオス、カン

ボジアの国境付近の森林地帯は国境を跨ぎ分布しており、国境外の周辺森林もカバーできる範囲で衛星画

像解析の調査対象地域に含める事が必要である。 

 

6－4 調査の実施体制 

本調査のベトナム国側カウンターパートは、MARD・DOF となる。上記「6-1 調査の目的及び基本方針」に

記載の通り、本調査成果品である潜在的適地に係る主題図が、ベトナム政府による政策立案や国内事業実

施へ活用される、あるいはベトナム政府を通じて効果的に対外発信されるためには、ベトナム政府としての政

策方針、およびその政策実施上のニーズに沿い、ベトナム政府による活用を想定した形で調査が実施される

事が不可欠である。右観点から、本調査の方針、作業内容、成果品内容全体については、政策を担当する

MARD・DOF をカウンターパートとして密接に調整、合意形成の上作業を進める必要がある。 

一方、本調査成果品をベトナム政府が主体的に活用するためには、MARD・DOF との連携によるベトナム

側政策との整合性のみならず、実際の主題図作成過程における情報収集や方法論等、技術面においても、

ベトナム政府関係機関に知見が蓄積され、活用できる体制となる事が肝要となる。右趣旨を念頭に、主題図

作成業務においては、MARD 関連組織であり、同国内の森林資源に関する調査計画作りを担ってきた森林
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調査計画研究所（Forestry Inventory and Planning Institute: FIPI) を共同実施機関とし、実際の作業を通じ

た同機関への技術移転、能力向上を図る事を想定している。FIPI は、ベトナム全土にかかる詳細森林分

布図の作成や衛星画像解析実績を有し、現地踏査も実施する能力も有し、調査団の監督のもと、本作

業を実施する能力を有すると想定される。ただし、同機関は政府関係機関ではあるものの独立採算を

原則としており、予算的制約の中で作業を行う事は実質不可能なため、作業に当たっては調査団との

間で契約を締結、本調査経費を通じた経費負担のもと作業を実施することを想定している。 

なお、上記を基本的な調査実施体制としつつも、作業内容によっては、先方への能力・技術移転の必要

性が低いと判断される作業も想定されるところ、当該業務部分は外部への業務再委託もしくは調査補助員の

雇用による作業も検討し、可能な限り業務の効率化を図ることとする。 

本調査の業務を大まかに I) 主題図作成に係る調査計画立案、II) 調査実施、III) 主題図作成、

IV) 効果検証・試算、V) 現地踏査、VI) 体外公開の 6 段階に分けた場合、各々の作業において現時

点で想定する実施主体は以下の通り。（詳細な調査手順との対応は「6-6 調査項目と内容」を参照） 

 

調査段階 実施主体 

I)  主題図作成に係る調査計画立案 調査団／MARD・DOF 

II) 調査実施 FIPI（調査団による監督のもと） 

III)主題図作成 FIPI（調査団による監督のもと） 

ただし、完成した主題図の GIS ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽへの変換、整備作業については、

FIPI 以外の組織への現地再委託又は調査補助員の雇用による対応も可能

とする。 

IV)  効果検証・試算 調査団／MARD・DOF 

V)   現地踏査 調査団／MARD・DOF 

ただし、モデルサイトでの基礎的森林変化、資源情報の収集、整備作業

については、現地再委託又は調査補助員の雇用による対応も可能とする。

VI) 対外公開 調査団／MARD・DOF 

ただし、調査成果公表のためのウェブサイトの構築作業については、現

地再委託又は調査補助員の雇用による対応も可能とする。 

 

一方、森林科学研究所(Forest Science Institute of Vietnam: FSIV)は、ベトナムにおける森林

分野の研究を担っており、ベトナム政府が UNFCCC に提出する森林セクターの温室効果ガスに係るイ

ンベントリーデータ作成に携わるなど、当該分野に係る経験を有しており、本調査における方法論の

特定・検討、資源量試算に必要となりうる基礎データを有している。また、ベトナム林業大学(Vietnam 

Forestry University: VFU)は、同国における森林に関する総合的な研究、教育、及び訓練活動を担

っているが、先行 JICA 開発調査「AR-CDM 促進のための能力向上」では、中心的なカウンターパートとし

て小規模 AR-CDM プロジェクトを立案、CDM 理事会での登録にまで至る等の実務経験を有するほか、学生

等を利用した機動力も有する。いずれの機関も、研究者のキャパシティビルディングの観点からも本件調査

に興味を示している。調査実施に当たっては、これら関連機関とも密接に連携をとりつつ、協力を得られる実

施体制を構築する事が肝要となる。 
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調査団事務所は FIPI に置くことを想定している。事務所スペースの提供につき了解取り付け済み

である（本部もしくは CFIC）。FIPI には FAO の資金で建設された建物が外部プロジェクト用に使用で

きるようになっており、本プロジェクトでの使用が可能である。FSIV も必要が生じた場合事務所提

供に協力する意思がある旨確認済みである。 

 

6－5 技術レベルの汎用性への考慮 

従来制度である AR-CDM はもとより、特に REDD に係る制度構築の議論においては、より公平により多く

の事業参入の可能性を確保し、制度普及を促進する観点から、可能な限り簡易かつ低価格でありつつも適

正な汎用性のある技術、方法論を導入する事が課題とされている。上述の通り、本調査の技術や教訓は、ベ

トナム国内での活用はもとより、先駆的な取り組みとして国際的な場での貢献も期待されているが、ベトナム

国内での利用及び、国際社会の動向に鑑みても、可能な限り汎用性の高い技術、方法論の適用を模索する

必要がある。 

特に、本調査では主として衛星画像解析技術を活用し調査を実施する事を想定しているが、技術そのも

のの適正度に加え、衛星画像の入手の難易度、解析技術の難易度にも十分留意が必要である。REDD の実

施支援としては、特定箇所におけるデータの精度は必要ではないため、データ精度よりも、汎用性を考

えて低価格な衛星画像を利用することが望ましい。LANDSAT の画像は森林地図の作成に世界中で も

広く利用されており、2006 年以後センサーの故障により乱れているものの現在無償で提供されてお

り、本調査でも可能であれば使用することが も適切である。もし、技術的な問題で LANDSAT 画像の

利用が難しい場合でも ASTER など解像度の低い低価格な衛星画像の利用が望ましい。 

また、気候変動対策のベネフィットの計算において、森林区分ごとのカーボンストックを概算する

必要がある。ベトナムは途上国の中ではデータを数多く保持している国であり、専門家の技術レベル

も比較的高いと想定される。そこで、専門家グループを形成して概算方法を検討することも考えられ

るが、専門家の中には詳細に拘るものも存在するため注意が必要である。あくまでも利用可能なデー

タを用いて 適な概算を行うことを検討することが重要である。 

REDD の目的は、森林資源量の測定ではなく、森林の減少を軽減することである。どのようなプロ

ジェクトがどのようなカーボンベネフィットを算出するのかという検討は、REDD の将来の実施にも

関係した非常に難しい課題を抱えている。本プロジェクトでは、今までに実施されてきた技術協力プ

ロジェクトなどを参考に、 適な概算を検討することに留まることが想定される。 

 

6－6 調査項目と内容 

本調査では、調査目的にある「LULUCF 活動の実施を通じて気候変動対策の緩和に貢献しうるポテンシ

ャルを有する土地」を具体的には、”AR-CDM”、”REDD”、”国連枠組み以外の他炭素蓄積促進事業”の 3

種類の事業を実施するポテンシャルを有する土地と想定することとし、同３事業に係る調査項目<潜在的

AR-CDM 活動対象地（京都ランド）の情報集積>、<潜在的 REDD 適地の情報集積>、<他手法による炭素蓄

積促進事業の潜在的適地に係る情報集積>に加え、本調査成果の発信活動である<潜在的投資者への情

報共有>及び調査全体に関連する活動項目から構成することとする。 

 主な調査手順は以下のとおり。（なお、下記各作業項目の【 】内は、上記「６-4 調査の実施体制」文

中の調査段階分類に対応する。各々作業の実施体制については、同章を参照の事。） 

（1） 潜在的 AR-CDM 活動対象地（京都ランド）の情報集積  

 本調査において適用する調査方法及び調査計画の明確化 【Ｉ） 調査計画立案】 
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 潜在的（AR-CDM）活動対象地（京都ランド）選定調査の実施 【ＩＩ） 調査実施】 

 適地分布に係る地図の作成 【ＩＩＩ） 主題図作成】 

 気候変動対策としての効果と経費の概算 【ＩＶ） 効果検証・試算】 

 基礎的な森林変化・資源情報の集積、整理 【Ｖ） 現地踏査】 

 国家、地方レベルでの AR-CDM による気候変動対策としての効果と経費の概算 【ＩＶ） 効果

検証・試算】 

（2） 潜在的 REDD 適地の情報集積 

 有望な REDD に係る定義、方法、ガイドラインの検討、同定 【Ｉ） 調査計画立案】 

 本調査において適用する調査方法及び調査計画の明確化 【Ｉ） 調査計画立案】 

 潜在的 REDD 適地選定調査の実施 【ＩＩ） 調査実施】 

 適地分布に係る地図の作成 【ＩＩＩ） 主題図作成】 

 実施可能な潜在的 REDD 活動の明確化 【ＩＶ） 効果検証・試算】 

 気候変動対策としての効果と経費の概算 【ＩＶ） 効果検証・試算】 

 基礎的な森林変化・資源情報の集積、整理 【Ｖ） 現地踏査】 

 国家、地方レベルでの REDD による気候変動対策としての効果と経費の概算 【ＩＶ） 効果検

証・試算】 

（3） 他手法による炭素蓄積促進事業の潜在的適地に係る情報集積 

 国連による気候変動枠組以外による炭素蓄積促進事業候補の検討、明確化 【Ｉ） 調査計画立

案】 

 本調査において対象とする炭素蓄積促進事業の検討、明確化及び調査計画の明確化 【Ｉ） 調

査計画立案】 

 選定した炭素蓄積促進事業に係る潜在的適地選定調査方法及び調査計画の作成 【Ｉ） 調査

計画立案】 

 選定した炭素蓄積促進事業に係る潜在的適地選定調査の実施 【ＩＩ） 調査実施】 

 適地分布に係る地図の作成 【ＩＩＩ） 主題図作成】 

 気候変動対策としての効果と経費の概算 【ＩＶ） 効果検証・試算】 

 基礎的な森林変化・資源情報の集積・整理 【Ｖ） 現地踏査】 

（4） 潜在的投資者への情報共有 

 潜在的投資者の検討、明確化 【ＶＩ） 対外公開】 

 セミナーの実施 【ＶＩ） 対外公開】 

 ウェブサイトの構築 【ＶＩ） 対外公開】 

 

 なお、「（１）潜在的 AR-CDM 活動対象地（京都ランド）の情報集積」作業と、「（２）潜在的 REDD

適地の情報集積」作業について、現時点で想定される具体的な作業手順は以下の通りである。 

 

（1） 潜在的 AR-CDM 活動対象地（京都ランド）の分布に係る調査方法（案） 

AR-CDM プロジェクトの適地選定のためは、まず、1989 年時点の非森林地（Kyoto Land）を特

定し、 新の衛星画像により現在(2009 年)の未利用地を確認する。現在の未利用地であり 1989

年時点の非森林地である場所が AR-CDM の造林候補地となる。そして、省ごとの統計データ及び

その他 AR-CDM 実施のクライテリアなどから、さらに AR-CDM 適地を絞り込んで選定する。 
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Ａ）1989 年の森林地図の作成 

1989 年当時（1990 年以前）の土地利用地図の森林部分を GIS で使えるようにデジタル化す 

る。この場合、森林を天然林と人工林に分けることが望ましい。 

Ｂ）森林の現況図の作成 

新の衛星画像に基づいてベトナム全土及び国境地帯の森林地図を作成する。森林の区分は 

現在作成中の森林地図に基づくが、予算の関係で簡略化する。簡略化の方法はカーボンスト 

ックの量により、森林区分を数種類に分ける。国境地域はラオス、カンボジアのベトナムか 

ら繋がっている森林をカバーすることが望ましい。 新のランドサット画像は無償で提供さ 

れている。技術的な問題でランドサットの画像が使用できない場合、ASTER などの低価格な 

画像を使用して現況森林図を作成する。 

Ｃ）潜在的 AR-CDM 適地の作成 

上記Ａ）の作業で森林でない場所で、Ｂ）で植林可能な場所を特定する。各省で１０万分の 

１の地図で作成する。  

 

（2） 潜在的 REDD 適地の分布に係る調査方法（案） 

 REDD 候補森林地（つまり、近年の森林の減少、または荒廃地）の特定のためには、現在の森

林地図と過去の森林地図を比較する必要がある。FIPI は、ベトナム全土の森林地図を５年ごとに

作成している。FIPI は、1996 年から 2000 年の間の SPOT 画像による森林地図（2000 年版森林地

図ハードコピーのみ）と2001年から2005年の間に撮影されたLANDSAT ETMによる森林地図（2005

年版森林地図デジタル化、一部ハードコピー）を有する。これら既存の森林地図をデジタル化し、

新の LANDSAT 画像による森林地図と比較する。 

本調査では、それぞれの森林区分の変化を 2000 年版、2005 年版、 新版の森林地図で比較す

1989 年非森林地 

（1989 年土地利用図のデジタル化）

2009 年未利用地 

（衛星画像解析） 

AR-CDM 造林候補地 

AR-CDM 適地地図 

省ごと１０万分の１ 

省ごとの統計データ・土地区分 

AR-CDM の適地クライテリアによる

分析 

図 6-1：AR-CDM 適地マッピング作業概念図 
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る。森林地から非森林地への変化を森林の減少、Rich forest から Medium forest、または Poor 

forest への変化及び Medium forest から Poor forest への変化を劣化とすることができる。各省

で森林の減少と劣化の面積を計算し地図にする。 

また、それぞれの森林区分に何らかの方法（例えば、気象条件、傾斜、土壌条件などによる区

分け）でバイオマス量を推定し、計算された森林の減少と劣化に掛け合わせることにより、バイ

オマスの消失を算出することが可能である。 

さらに省ごとの統計データ、既存のプロジェクトの活動及び森林保全プロジェクトの活動内容

を検討し、各地域で REDD の活動となりうるものを特定する。特定された REDD 活動を実施するた

めの条件をクライテリアとして選定し、その活動を実施できる地域を限定する。そしてその活動

を実施した場合の森林減少の減少値（森林保全益：ベネフィット）を推定する。 

 

 

Ａ）2000 年および 2005 年森林地図のデジタル化 

2000 年（及び 2005 年一部）の森林地図でデジタル化されていないものをデジタル化する。 

低限、森林を天然林と人工林に分けるようにする。2005 年については、ほとんどの場所 

がデジタル化されていると思われるので、できるだけ森林データを 新のものにあわせて森 

林の劣化(Rich, medium Poor の区分)も含めデジタル化する。 

Ｂ）森林減少地図の作成 

2000 年および 2005 年、及び 新のデジタル化された森林地図を GIS 上で比較し、森林の減 

少を、ベトナム及び国境地帯で測定する。可能であれば、2005 年と 新のデータでは劣化 

も測定する。 

Ｃ）カーボンロスのマッピング 

2009 年森林地図の作成 

（衛星画像解析） 

2000 年 2005 年版（一部既存）森林

地図のデジタル化 

2000 年、2005 年、 

2009 年の森林地図の比較 

森林減少・劣化地図の作成 

森林区分ごとのバイオマス量の推定

図 6-2：REDD 適地マッピング作業概念図 

省ごとの統計データ・土地区分 

既存プロジェクト・ドナーによる森

林保全活動の分析 

REDD の活動の特定・適地クライテリ

ア及びベネフィットの特定  

各省からの直接情報のインプ ト

バイオマス変化量の推

定・変化地図の作成 

REDD ポテンシャル地図 

省ごと１０万分の１ 

省ごと国全体のベネフィット 
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森林減少地図と簡略計算された各森林区分のカーボンストックによりカーボンロスの地図 

を作成する。各省で１０万分の１の地図で作成する。 また、省及び国レベルで失われたカ 

ーボンを計算する。 

 

なお、既存資料で本調査の作業に活用できると思われる情報はまとめると以下のとおりである。 

 

機関・データの種類 内容 

FIPI 

（データ年） （使用衛星） （所有形態） 

1990-1995 年 LANDSAT TM ハードコピー 

1995-2000 年 SPOT1,2,3 ハードコピー 

2000-2005 年 LANDSAT ETM デジタル＋ハードコピー 

森林地図 

(1:100,00～1:1,000,000) 

2005-2010 年 SPOT5 デジタル 

森林データ 2100 箇所の森林動態データ（森林構造、生産量、樹種構成、材積

量、天然更新など） 

その他森林に関するデータ 

FSIV 

森林・カーボンデータ 54 のパーマネントプロット（１プロット１ヘクタール） 

植林カーボンデータ(植栽の密度とカーボンなど) 

その他森林に関するデータ 

 

6－7 調査成果品 

 本調査の成果品としては、以下のものを想定している。 

（1） レポート類 

調査成果をまとめたもの。具体的には、インセプションレポート、プログレスレポート、イ 

ンテリムレポート、ドラフトファイナルレポート、ファイナルレポート 

（2） 潜在的適地分布に係る主題図 

  本調査結果として作成する潜在的適地の分布を示した主題図(1:100,000）。ベトナム全土及び周 

辺国への影響範囲をカバーするもの。 

（3） データベース 

     上記主題図の内容を電子媒体でまとめたもの。可能であれば、今後の使用を考慮し、ＧＩＳにおい 

て活用可能な形でＦＩＰＩに整備される事が望ましい。 

（4） ウェブページ 

   上記情報を対外発信するためのウェブページ。 
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6－8 その他の留意事項 

 
6－8－1 調査用資機材 

本調査実施にあたっては、以下の機材を調達する事を想定している。 

購入資機材 数量 仕様 

GIS プログラム MAPINFO  １ Professional 9.5 

コンピュータ １  

プリンター １  

GPS 3  

衛星画像 必要枚数  

なお、画像解析ソフトは ERDAS など FIPI が所有しているものを使用する事が可能。GIS プログラムに 

ついても FIPI が所有しているものを使用する事が可能であるが、作業効率を考慮し、調査団用機材とし 

ての調達を想定する。 また、FIPＩが森林地図作成にあたって利用している SPOT５の衛星画像は、 

MONRE が 1 画像 6500 ドルで購入している（小面積で購入する場合は 2 ユーロ/km2 とのこと）が、ＦＩＰＩ 

が MONRE から 1 画像 400 ドルで購入している。 

 

6－8－2 FIPI 以外の GIS 関連会社 

FIPI 以外の GIS を取り扱う会社としては以下の３社がある。ただし、能力的には小企業である。 

 

（1） GEOBIZ 

IT 企業が所有する Joint Stock Company 。MAPINFO のディストリビューターであり、約 10 名

の従業員を有す。ホーチミンにも事務所がある。世界銀行の農村交通システムのプロジェクト、

EU の Social Forest Protection Natural Conservation Project に参加した経験がある(LANDSAT 

7 使用)。衛星画像解析については、プロジェクト単位で専門のインド人を雇用し実施している。 

 

（2） VIDAGIS 

2003 年に設立された MONRE、デンマークの GIS 関連の会社、DanWater group company、デンマ

ーク政府の出資によるジョイントベンチャー。MONRE が 51％の株主。24 名のスタッフを有し、年

商は約 500 万ドル。 

ESRI のディストリビューター。水資源、地下水開発、津波対策シュミレーションモデル、水道

の配管システム、森林地評価システムなどのプロジェクトを実施した経験がある。衛星画像の解

析は都市部に限られる。 

 

（3） DSI Vietnam 

日本工営の小会社 DSI の現地法人。 

 

6－8－3 AR-CDM の問題点と REDD における植林プロジェクトの可能性 

AR-CDM は、吸収源としての植林プロジェクトであるが、方法論の難しさからほとんど実施にいた

っていないのが現状である。REDD は、森林を保全することにより、空気中へのカーボンの排出量を
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軽減することが目的であり、森林保全のためには、持続可能な森林管理および非木材林産品の生産な

ど森林を使った生計向上活動などが一般に取り上げられている。しかしながら、ベトナムにおいては

今までに植林プロジェクトは多く実施されており、今後も植林活動が多くの実施される計画である。

植林プロジェクトは AR-CDM プロジェクトに認知されることは難しいものの、植林により生計向上や

代替エネルギーの生産を行うことにより、森林の減少の速度を低めるような効果を持たせて、REDD

にカウントできるプロジェクトとして植林プロジェクト気候変動対策のプロジェクトとして選定し

ていく事が望ましい。 

 

6－8－4 AR-CDM の問題点と方法論の改定 

JICA が実施した AR-CDM の能力開発プロジェクトでは、プロジェクトの経済性などの分析も行って

いる。本プロジェクトにおいては、AR-CDM の適地選定が、アウトプットの一つであるが、AR-CDM の

方法論に関する議論を取り入れて、さらに詳細な AR-CDM の可能性を検討することも可能である。本

プロジェクトと実施済みの AR-CDM 能力開発プロジェクト結果と組み合わせて、2012 年以降の AR-CDM

のプロジェクトの方法論の修正を提案していくことも考えられる。これについては、本プロジェクト

内の活動ではなく、長期専門家の作業範囲もしくは、短期専門家で対応することが考えられる。 

 

6－8－5 カウンターパート研修への要望 

ベトナム側との協議において、カウンターパート本邦研修の講義内容の要望を聴取したところ、以

下項目の提案があった。 

・ 持続的森林管理におけるモニタリング（執務担当行政官、技術者向け） 

・ 国際気候変動対策の政策交渉（政策担当行政官向け） 

・ 森林リモートセンシング技術（技術者向け） 

 

以上 
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添付資料 1：調査日程 

 

調 査 日 程 

 

 

内容 月日 曜日 時間 

官団員 コンサルタント団員 

12/7 日 11:00 

15:10 

 成田発 JL5135 

ハノイ着 

12/8 月  8:30 

10:00 

14:00 

 JICA ベトナム事務所打ち合わせ 

農業農村開発省林業局打ち合わせ 

森林調査計画研究所打ち合わせ 

12/9 火 10:00 

15:00 

 林業大学打ち合わせ 

森林科学研究所打ち合わせ 

12/10 水 10:05 

12:30 

18:10 

22:25 

シンガポール発 SQ176（中田） 

ハノイ着（中田） 

東京発 JL751（西井） 

ハノイ着（西井） 

10:00 民間（鴻池運輸）ヒアリング

14:00 民間（西松建設）ヒアリング

 

12/11 木 9:30 

10:30 

15:00 

17:30 

JICA ベトナム事務所打ち合わせ 

農業農村開発省林業局打ち合わせ 

民間（ホンダベトナム）ヒアリング（山本団員） 

林野庁事業（アジア航測）打ち合わせ 

12/12 金 8:30 

 

15:00 

農業農村開発省林業局、森林調査計画研究所、林業大学、森林科学研究

所との実施詳細に関する打ち合わせ 

ドナー関係者情報交換兼 UNFCCC-COP14 での動向報告 

12/13 土 終日 資料整理・団内打ち合わせ 

12/14 日 終日 資料整理・団内打ち合わせ 

12/15 月 8:30 

14:00 

15:00 

「AR-CDM 能力向上」開発調査最終ステアリング・コミティ出席 

農業農村開発省関係者に対する UNFCCC-COP14 での動向報告 

農業農村開発省関係者との技術的詳細打ち合わせ 

12/16 火 9:00 

13:00 

15:00 

15:00 

森林調査計画研究所（CFIC）打ち合わせ 

オランダ大使館打ち合わせ（山本団員） 

UNDP 打ち合わせ（山本団員） 

農業農村開発省林業局打ち合わせ（西井団員） 

12/17 水  9:30 

10:00 

民間 GIS 会社（Vidagis）訪問（西井、山本団員） 

民間 GIS 会社（GEOBIZ）訪問（西井、山本団員） 
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10:00 

11:30 

15:00 

16:00 

ITTO 局長の副大臣表敬（中田団員） 

昼食会（ITTO 事務局長） 

GTZ 打ち合わせ（西井、山本団員） 

双日打ち合わせ 

12/18 木 9:00 

10:00 

14:00 

16:00 

世銀 TV 会議、打ち合わせ（山本団員） 

森林科学研究所打ち合わせ（西井団員） 

森林調査計画研究所本部打ち合わせ 

M/M 署名 

12/19 金 A.M. 

14:00 

15:00 

資料整理 

日本国大使館報告 

JICA ベトナム事務所報告 

12/20 土 11:05 

13:55 

15:25 

20:15 

ハノイ発(VN790/CX1790) 

香港着 

香港発(NH910) 

成田着 
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添付資料 2：主要面談者 

 

主 要 面 談 者 

 

 

●ベトナム政府機関 

Ministry of Agriculture and Rural Development: MARD 

(Department of Forestry: DOF) 

・ Mr. Nguyen Ngoc Binh (Director General) 

・ Ms. Pham Minh Thoa (Deputy Director General) 

・ Mr. Pham, Manh Cuong  (Forest Management Division) 

(Forestry Protection Department: FPD) 

・ Ms. Tran Thi Hoa (Expert) 

Forest Science Institute of Vietnam: FSIV 

・ Dr. Pham Duc Chien (Vice Head of Planning Science Division) 

・ Mr. Vu Tan Phuong （Director, Research Centre for Forest Ecology and Environment） 

Forest Inventory & Planning Institute: FIPI 

・ Dr. Nguyen Phu Hung (Vice Director General) 

・ Mr. Ho Manh Tuong (Deputy Chief of the Department of Science, Planning and International  

Cooperation) 

・ Mr. Nguyen Cao Tung (Director, Center for Forestry Information & Consultancy) 

・ Mr. Le Truong Giang (Expert) 

Vietnam Forestry University: VFU 

・ Mr. Pham Xuan Hoan (Vice Rector) 

・ Ms. Do Thi Ngoc Bich (Vice Head, Scientific Management and International Cooperation  

Division) 

・ Mr. Bui The Doi (Scientific Management and International Cooperation Division) 

Vietnam Forest Corporation: VINAFOR 

・ Mr. Vu Van Huong  (Forest Division) 

 

●他ドナー機関 

UNDP 

・ Mr. Huynh Thu Ba  （Programme officer, sustainable development cluster） 

Embassy of the Kingdom of the Netherlands 

・ Ms. Annalies Donners (First Secretary(Climate, Environment, Sustainable Development)) 

・ Ms. Pham Minh Uyen (Programme Officer, Forestry and Biodiversity) 

Embassy of Finland 

・ Mr. Kari Mukala (Counsellor) 
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GTZ 

・ Mr.Heiko Woerner (Chief Technical Advisor GFA Consulting Group) 

 

●現地企業 

Vidagis 

・ Mr. Le Phuoc Thanh (Deputy General Director) 

GEOBIZ 

・ Ms. Pham Thi Thanh Thuy (Director) 

 

●日系企業 

Konoike Vinatrans Logistics Co. LTD 

・ 田中 康典 Ha noi Branch Director 

Nishimatu Construction Co. LTD 

・ 鈴木 信衛 General Manager 

Honda, Vietnam 

・ 菊池 淳史 Director of Financial and Social Relation Department 

Sojitz Corporation 

・ 松田 一郎 General Representative in Vietnam 

 

●大使館・JICA 

在ベトナム日本国大使館 

・ 由谷 倫也 （二等書記官） 

JICA ベトナム事務所 

・ 築野 元則 （所長） 

・ 東城 康裕 （次長） 

・ 村瀬 憲昭 （所員） 
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添付資料 3： ベトナムの森林地図上の森林タイプ区分 

Types of forestry lands used for preparing land status map, cycle 4, spot images 

 

No. Forestry land and forest types Abstracts Codes Compatibility 

With previous programs  

1 Total natural land area    

2 Forested land 1000   

3 A. Natural forest RTN 1100  

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1. Broad-leaf, semi-deciduous forest 

Rich forest 

Medium forest 

Poor forest 

Stocked regenerated forest 

Non-stocked regenerated forest 

LR 

LRGI 

LRTB 

LRNG 

LGPH1 

LGPH2 

1110 

1111 

1112 

1113 

1114 

1115 

 

TL>200m3, IIIa3,IIIb.Iva,Ivb 

TL100-200m3,IIIa2 

TL <100m3,IIIa1  

D> 8cm, Iib 

D< 8cm. IIa 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

2. Broad-leaf deciduous forest  

Rich forest 

Medium forest 

Poor forest 

Stocked regenerated forest 

Non-stocked regenerated forest 

 

RL 

RLGI 

RLTP 

RLNG 

RLPH1 

RLPH2 

1120 

1121 

1122 

1123 

1124 

1125 

 

TL> 150 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

3. Conifer forest 

Rich forest 

Medium forest 

Poor forest 

Stocked regenerated forest 

Non-stocked regenerated forest 

LK 

LKGI 

LKTB 

LKNG 

LKPH1 

LKPH2 

1130 

1131 

1132 

1133 

1134 

1135 

 

22 

 

23 

24 

25 

26 

27 

4. Mixed forest (Broad-leaf and conifer 

forest) 

Rich forest 

Medium forest 

Poor forest 

Stocked regenerated forest 

Non-stocked regenerated forest 

HG 

 

HGGI 

HGTB 

HGNG 

HGPH1 

HGPH2 

1140 

 

1141 

1142 

1443 

1444 

1445 

 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

5. Bamboo forest 

Dendrocalamus (large-stem bamboo) 

Nua (Thin and small bamboo) 

Vau (straight and small bamboo) 

Lo-o (thick and small bamboo) 

Other varieties of bamboo 

TNUA 

TRLU 

NUA 

VAU 

LOO 

TNKHAC 

1150 

1151 

1152 

1153 

1154 

1155 

 

34 6. Woody and bamboo mixed forest GONUA 1160  

35 

36 

37 

38 

7. Mangrove and Melaleuca forest 

Melaleuca 

Mangrove 

Others  

NMP 

TRAM 

DUOC 

NMKHAC 

1170 

1171 

1172 

1173 

 

39 8. Limestone carst forest RND 1180  

40 Stocked forest RND1 1181  

41 Non-stocked forest RND2 1182  

42 II. Plantation RT 1200  

43 Woody stocked plantation RT1 1210  
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44 Non-stocked woody plantation RT2 1220  

45 Bamboo plantation RT3 1230  

46 NTFP plantation RT4 1240  

47 Mangrove and Melaleuca plantation RT5 1250  

48 Non-forested land classified for forestry KR 2000  

49 1. Ia (grass, cane grass) IA 2010  

50 2. Ib (shrub/bush with scatted trees) IB 2020  

51 3. Ic (highly regenerated woody trees)  IC 2030  

52 4. Non-forested limestone carst forest NUIDA 2040  

53 5. Other types of land classified for forestry KRKHAC 2050  

54 6. Shifting cultivation on forestry land NRLN 2060  

55 C. Other lands (cropping and residential 

land) 

DKHAC 3000  

56 1. Residence DC 3010  

57 2. Rivers and lakes MN 3020  

58 3. Other cropping lands NNKHAC 3030  
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43



44



45



46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61



62
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添付資料 6 事前評価表 

 

事業事前評価表（開発調査） 

作成日：平成２１年 ３月 ３１日 

担当グループ：地球環境部森林・自然環境グループ 

１．案件名  

ベトナム国気候変動対策の森林分野における潜在的適地選定調査 

２．協力概要 

（１）事業の目的  

 ベトナム全土において、LULUCF（Land Use, Land Use Change and Forestry:土地利用、土地

利用の変化及び林業）活動の実施を通じて気候変動対策の緩和に貢献しうるポテンシャルを有

する土地に係る情報を集積し、その分布に係る地図を作成すると共に、情報共有を行う。 

 

（２）調査期間  

2009 年 6 月から約 18 ヶ月 

 

（３）総調査費用  約 2 億円  

 

（４）協力相手先機関  

農業農村開発省（Ministry of Agriculture and Rural Development:MARD）林業局（Department 

of Forestry:DOF） 

 

（５）計画の対象（対象分野、対象規模等） 

（a）対象分野：自然環境保全、地球温暖化対策 

（b）対象地域：ベトナム国全土 

 

３．協力の必要性・位置付け 

（１）現状及び問題点  

ベトナム政府は、2002 年 9 月に京都議定書を批准した後、気候変動対策への取り組みに対す

る国内体制を早急に固めると共に、積極的に政策・計画の立案を各省に呼びかけてきた。特に

森林セクターにおいては、農業農村開発省林業局が気候変動対策担当窓口に指定され、温室効

果ガス(Green House Gas:GHG)削減と、2005 年時点で国内に 600 万ヘクタール以上残されている

裸地の解消の両立という観点からも、積極的に同分野への取り組みを続けている。しかし、こ

れら気候変動対策の取り組みは国際的にも新しい、あるいは発展途上の制度であることに加え、

国際的な議論が加速する中、迅速かつ柔軟な対応が求められるものであり、関係機関の知識、

技術、実施能力が限られているベトナムにおいては政策立案、事業の推進には限界があった。

京都メカニズムの一つである CDM 植林(Afforestation/Reforestation CDM:AR-CDM)への取り

組みにおいては、ベトナム政府は上記観点から我が国に対し、事業ビジョンの策定、関係機関
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の能力向上を目的とした協力を要請し、JICA は開発調査「AR-CDM 促進のための能力向上」(2006

年 10 月～2009 年 3 月）を実施、国内初となるパイロットプロジェクトの立案等を通じ同国関係

機関の能力向上に貢献した。一方、更なる事業推進に当っては、潜在的に AR-CDM の適地となり

うる土地分布情報や、同適地に係る資源情報等基礎情報をデータベースとして整備する必要が

あった。このため、先行開発調査の成果を踏まえ、ベトナム政府から我が国に対し同情報整備

に係る更なる協力の要請がなされた。 

一方、国際議論においては、2007 年の第 13 回気候変動枠組条約締約国会議（COP13)をきっか

けに、AR-CDM に加え、京都議定書に含まれていなかった「途上国の森林減少に由来する排出の

削 減 （ Reducing Emissions from Deforestation and Degradation in Developing 

countries:REDD)」が新たな枠組みとして確立される見通しが濃厚となっている。森林減少に由

来する排出は、世界の GHG 排出量の 2 割を占めるともいわれており、その影響の大きさもさる

ことながら、REDD は GHG 排出削減にあたり最も経済的な方法とされている事からも国際社会の

注目は大きく、目下の中心課題として世界的に急ピッチで制度設計がなされる他、各国、各機

関において試行的活動、制度検討が行われている。また、これら国連の枠組み以外においても、

カーボンオフセット市場の拡大等、様々な民間の取り組みが発展してきており、その規模も気

候変動対策の取り組み効果の観点から無視しえない存在に育ちつつある。 

ベトナム政府はこれら状況を踏まえ、当初要請内容であった AR-CDM 適地に係る情報整備に加

え、要請発出後のこれら国際動向への対応も踏まえ、REDD や他手法適地も含めた追加調査の実

施を求めてきた。我が国としても気候変動対策に係る各国への積極的な支援を展開しており、

特に REDD については、インドシナ半島は世界で唯一我が国が他国に比しても先駆的な取り組み

を展開している地域であり、高い投資効果が期待できることも踏まえ、調査内容を最新国際議

論に対応したものへ修正したうえで実施することとした。 

 

（２）相手国政府国家政策上の位置づけ  

ベトナム国全体の気候変動対策は天然資源環境省（Ministry of Natural Resources and 

Environment:MONRE）の管轄であるが、特に農林業分野の取り組みについては農業農村開発省

（MARD)が担当している。国家全体の気候変動対策に係る政策としては、国家目標計画（National 

Target Program:NTP)が作成されており 2008 年 12 月 2 日に首相承認を得ている。同計画中にお

いては農林業分野における気候変動対策について、活動計画を作成し実施することとされてお

り、MARD は右に対応する形で農林業分野気候変動対策フレームワークを作成している。同フレ

ームワークでは、AR-CDM や REDD も含め、気候変動対策の実施体制の強化が提言されている。 

一方、森林セクターについては、急速に減少した森林面積を回復することを目指した「500

万ヘクタール国家造林計画（5MHRP）」（1998～2010 年）を策定し、植林活動を展開してきた。ま

た、2007 年には「林業開発戦略」（2006～2020 年）を策定し、森林の整備と林業開発を強力に

進めることとしている。 

気候変動対策、森林セクター方針のいずれにおいても本調査の内容は整合する。 

 

（３）他国機関等の関連事業との整合性  
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１）我が国林野庁委託事業 

 林野庁はインドシナ諸国等において REDD への取り組みを促進するため、現在ベトナムを一

対象国として委託事業「熱帯林資源動態把握支援事業」を実施中である。同調査では、南部 2

省を対象に、最新リモートセンシング技術を使った森林減少・劣化の計測・監視モデルを開

発し、その運用を通じ技術移転を行っている。同事業において構築される方法論、データ等

の成果は本調査において活用する事を想定しており、REDD への取り組みとして本調査と補完

関係にある。 

 

２）世界銀行 Forestry Carbon Partnership Fund（FCPF） 

世界銀行は、2008 年 10 月に森林カーボンパートナーシップ基金（Forestry Carbon  

Partnership Fund:FCPF)を設立し REDD の取り組みを支援している。FCPF は準備フェーズ、パ

イロットカーボン購入フェーズ、及びインセンティブシステムフェーズの 3フェーズで進め

られる事になっており、準備フェーズの対象 25 カ国の一つにベトナムが選定されている。準

備フェーズでは、将来の REDD 取り組みに向けた各国の能力開発を行うことになっており、そ

のコンポーネントとしては、過去の GHG 排出量の評価、将来の GHG 排出の予測、GHG 排出削減

戦略、モニタリング戦略を策定する事が想定される。事業は未だ計画段階にあり、本調査と

の重複も無い。本調査成果を反映させる事で効果の拡大が期待できる。 

 
 ３）国連機関 UN-REDD Program 

FAO、UNDP、UNEP が共同で実施している取り組みであり、１）REDD に関わる国家戦略・メ

カニズムの策定支援、２）気候変動に関する国際連合枠組条約（United Nations Framework 

Convention on Climate Change: UNFCCC)と連携した森林破壊減少の標準化された解決手法の

開発に対する支援の 2つのコンポーネントがある。パイロット国はベトナムを含め 9カ国が

選定されている。事業は未だ計画段階にあり、本調査との重複も無い。本調査成果を反映さ

せる事で効果の拡大が期待できる。 

 

 ４）他ドナー機関 

ベトナムにおいては、森林セクターに対する援助協調を実施するため、1998 年に森林セク

ター支援ドナー協議会（Forestry Sector Support Program and Partnership:FSSP)が設置さ

れており、現在 25 の機関が参加している。FSSP の枠組みにおいてより包括的なセクターワイ

ドアプローチに向けたステップとして、2004 年に森林信託基金（Trust Fund for Forests:TFF)

が設立され、FSSP にて合意された優先度の高い課題に資金提供をすることになっている。TFF

による気候変動への取り組みとしては適応対策（マングローブ地拡大等）、緩和対策（カーボ

ンストック計算等）がある。いずれの事業も本調査との重複も無く、本調査成果を反映させ

る事で効果の拡大が期待できる。 

 

（４）我が国援助政策との関連、JICA 国別事業実施計画上の位置づけ  

2004 年に策定された現行の対ベトナム国別援助計画では、①成長促進、②生活・社会面での
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改善、③制度整備を 3つの重点分野として定めており、中でも、「生活・社会面での改善」の中

で、森林・生物多様性保全、公害対策等の支援を通じた環境対策が重要視されている。 

加えて、現在改訂作業中の同国別援助計画（案）及び JICA 国別援助実施方針(案）において

も、持続的な開発の観点から「環境保全」を重要視しており、その中でも「自然環境保全」は、

持続可能な森林・自然環境管理を通じ、森林を含む自然環境の量及び質を向上させることを目

的に、早急に対応すべき重要な課題としている。また、気候変動緩和策・適応策の計画・実施

に係る協力の可能性についても積極的に検討していくこととしている。 

本案件は、気候変動対策としての貢献のみならず、ベトナム国内における森林資源を中心と

した自然環境の回復に貢献する事が期待されており、政策優先度は高い。 

４．協力の枠組み 

（１）調査項目 

 森林分野における気候変動対策を幅広くカバーするため、AR-CDM、REDD、他手法による炭素

蓄積促進事業の 3 つの視点から、事業実施のポテンシャルを有する土地に係る情報を主に衛星

画像解析を通じ集積し、その分布に係る地図を作成すると共に、情報共有を行う。 

 

１）潜在的 AR-CDM 適地の情報集積 

（a） 本調査において適用する調査の方法論を明確化する。 

（b） 潜在的 AR-CDM 適地調査の実施及びその結果に基づき、その分布に係る地図を作成す

る。 

（c） 潜在的 AR-CDM 適地における気候変動対策としての効果と経費の概算を、簡易的な手法

を用いて実施する。 

（d） 潜在的 AR-CDM 適地における基礎的な森林変化・資源情報を集積、整理する。 

（e） 国家、地方レベルでの AR-CDM による気候変動対策としての効果と経費の概算を実施す

る。 

 

 ２）潜在的 REDD 適地の情報集積 

（a） 有望な REDD に係る定義、方法、ガイドラインを検討、同定する。 

（b） 本調査において適用する調査の方法論を明確化する。 

（c） 国内及び国土周辺における炭素蓄積量の多い森林地域（潜在的 REDD 適地）の調査の実

施及びその結果に基づき、その分布に係る地図を作成する。 

（d） 潜在的 REDD 適地における実施可能な潜在的 REDD 活動を明確化する。 

（e） 潜在的 REDD 適地における気候変動対策としての効果と経費の概算を、簡易的な手法を

用いて実施する。 

（f） 潜在的 REDD 適地における基礎的な森林変化・資源情報を集積、整理する。 

（g） 国家、地方レベルでの潜在的 REDD 活動による気候変動対策としての効果と経費の概算

を実施する。 
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 ３）他手法による炭素蓄積促進事業1を実施するにあたっての潜在的適地に係る情報集積 

（a） 国連による気候変動枠組以外による炭素蓄積促進事業の候補を検討、明確化する。 

（b） 本調査において対象とする炭素蓄積促進事業を検討、明確化する。 

（c） 選定した炭素蓄積促進事業に係る潜在的適地の調査の実施及びその結果に基づき、分

布に係る地図を作成する。 

（d） 潜在的適地における気候変動対策としての効果と経費の概算を、簡易的な手法を用い

て実施する。 

（e） 潜在的適地における基礎的な森林変化・資源情報を集積、整理する。 

 

 ４）潜在的投資者への情報共有 

（a） 本調査が対象とする炭素蓄積促進事業への潜在的投資者（主に在越日系企業等を想定）

の候補を検討、明確化する。 

（b） 上記にて明確化した潜在的投資者に対し、本調査が対象とする炭素蓄積促進事業に係

る情報を共有する。(ウェブサイトでの公開、セミナーの開催等） 

 

（２）アウトプット（成果） 

１）各炭素蓄積促進事業による潜在的適地に係る地図情報の整備 

 ２）各炭素蓄積促進事業による潜在的適地における森林変化・資源情報、気候変動対策効果

概算結果のデータベース  

３）本調査を通じ収集した情報を公開、発信するためのウェブサイト 

 

（３）インプット（投入）：以下の投入による調査の実施 

１）コンサルタント（分野／人数） 

（a） 総括／1名 

（b） 気候変動対策事業計画／1名 

（c） 衛星画像解析／GIS／1 名 

（d） マーケティング／社会経済分析／1名 

（e） 業務調整／1名 

２）その他  

（a） 研修員受け入れ 本邦研修 1 回 3 名程度を想定 

（b） 調査に必要な資機材の購入（情報分析用パソコン等） 

５．協力終了後に達成が期待される目標 

（１）提案計画の活用目標  

   1)潜在的適地に係るデジタル地図情報及び関連データベースが作成される。 

2)潜在的適地に係る地図情報及びデータベースが、各種炭素蓄積促進事業実施における基礎

                                                  
1 近年制度構築が進み炭素取引におけるシェアが拡大しつつあるカーボンオフセット市場やボランタリーマーケ

ット等を想定。 
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データとして普及される。 

（２）活用による達成目標 

【ベトナム政府】 

1)森林分野における気候変動対策事業支援の政策立案が効率的に実施される。 

2)REDD のデモンストレーションアクティビティ実施が促進される。 

【民間・各種団体】 

3)カーボンオフセット事業等の実施が促進される。 

4)企業 CSR 活動等植林活動が促進される。 

 

６．外部要因 

（１）協力相手国内の事情  

政策的要因：森林政策、特に気候変動対策分野への取り組みに係る政策転換が生じない。 

行政的要因：地図、GIS データ活用機関との連携体制不足が生じない。 

 

（２）関連プロジェクトの遅れ 

特になし 

７．貧困・ジェンダー・環境等への配慮（注） 

 気候変動対策に資する造林適地に関するデータ整備を目的とした案件であり、貧困・ジェン

ダー・環境等への望ましくない影響はないと考えられる。 

８．過去の類似案件からの教訓の活用（注） 

ベトナム国「AR-CDM 促進のための能力向上開発調査」（2006 年～2009 年）では、ベトナム国

政府の政策及び法体系のみならず、CDM という国際的なフレームワークに合わせて事業を実施す

る必要があったうえ、第一約束期間（2008 年～2012 年）内に、調査成果を発現し、その成果を

ベトナム側が活用する事が求められていた。調査の実施に当ってはベトナム現状に合わせて綿

密な調査実施手順・スケジュールの作成を行い、スムーズな調査実施を心がけると共に、綿密

に調査スケジュールの見直しを行い、国際的な政策動向を踏まえつつ柔軟な運用を行った。 

本調査が対象としている、各種手法、特に REDD は未だ制度が確立されておらず、国際的な動

向の見通しが必ずしも明確でない一方、事業化への国際的な取り組みが加速する中迅速な調査

結果の発現・活用が求められている。本調査においても、詳細な調査実施手順・スケジュール

の作成を行い、早期の調査着手を目指しつつも、国際議論の動向を踏まえ可能な限り綿密かつ

柔軟に計画の見直しを行うこととする。 

９．今後の評価計画 

（１）事後評価に用いる指標  

（ａ）活用の進捗度 

  1)地図、データ情報の整備状況 

2)ウェブページへのアクセス量、活用事例数 

（ｂ）活用による達成目標の指標 

1)整備された情報を活用し立案されたベトナム政府の計画等の数 
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   2)ベトナムにおいて立案された、各手法に係る試行事業の件数。 

   3)森林分野における気候変動対策事業への参加企業・団体数。 

   4)整備された情報を活用し実施された植林や森林保全事業の数。 

 

（２）上記（ａ）および（ｂ）を評価する方法および時期  

必要に応じて本調査終了後、2010 年度以降に評価調査を実施する。 

（注）調査にあたっての配慮事項 
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